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産学連携の橋渡し

　筆者は、2001年6月に信金中央金庫総合研究所の所長に就任し、2016年5月に退職するまで

の15年間、民間金融機関の調査・研究部門で働く機会を得た。当時、横浜市立大学に所属して

いて、大学の教員と研究所の所長を兼職することになった。当時から大学の教員が政府、地方

自治体、民間団体等の審議会、研究会等に参加することは珍しくなかったが、期間限定で年間

数回程度のアドホックな対応がほとんどであった。しかし、信金中央金庫の研究所では、週2

～3日勤務し、継続的かつ長期に関わることになった。そろそろ大学の外に出て、現実の経済

活動に触れる機会を得たいと考えていたことや、大学で身に付けた経験やスキルを民間研究機

関の活動に生かしてみたいと思っていたことが研究所で勤務することへの後押しになった。

　このような選択をした理由は、それまでの経験を通じて醸成された問題意識によるものだっ

たと思う。私の研究者としての半生を振り返ると、大学・大学院では経済学を専攻し、経済学

の理論的分析手法、統計学・計量経済学などの実証的分析手法の習得に努めた。大学教員とし

て就職した1970年代後半、パーソナル・コンピュータが出現して、データを収集・入力し、

プログラムすることで、経済活動の実証分析を研究者個人レベルで容易に実践できる環境が整

いつつあった。一方、当時の日本の大学の教科書は、応用経済学は制度、理論経済学は経済理

論が記載されていることが多く、データ（GDPや物価、国際収支等）分析や現実に起きてい

る課題（財政赤字と国債残高、金融自由化）に関する説明は少なく、講義の中でも言及される

ことはほとんどなかった。

　1980年代には2回にわたり、米国のイェール大学にビジティングフェローとして在籍する機会

を得た。経済学の講義では、ノーベル賞を受賞した著名な研究者が、現実に起きている経済上

の問題を解明するための理論を自ら作成し、解説していた。この機会は、私に現実を踏まえた

理論の構築、そこから導かれる経済制度・政策のあり方に関心を抱かせることになった。当時

の日本経済は、海外から政策・経済・経営・金融について日本的システムとして大きな関心が

もたれていたが、同時に経済合理的モデルにより分析され、説明されようとしていた。

　その後、大学で管理職に就き、2000年に学術情報センター長に就任した。その時の経験で、

図書館は単に雑誌・書籍を保管する場所ではなく、その名のとおり情報を発信してこそ存在意

信金中金月報掲載論文編集副委員長

藤野　次雄
（横浜市立大学名誉教授・国際マネジメント研究科客員教授）
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義があると考えるようになった。また、2004年に商学部長に就任して以降、金融庁、横浜市、

横浜商工会議所と組織対組織で共同研究を行い、また地域貢献という観点から地元の金融機関

と産学連携協定を締結し、人材交流を図るとともに、学生への教育・キャリア形成を支援する

ため寄附講座の開設、インターンシップ等での協力体制を構築した。

　このような大学教員としての経験を研究所の運営に生かせるよう積極的に関与した。その幾

つかをこの場で紹介すると、まず、業界内外に研究所の調査研究成果を広く発信するため、

2002年1月に調査情報誌「信金中金月報」を創刊するとともに、2003年2月に研究所のホーム

ページを開設した。また、2002年12月から金融審議会金融分科会第二部会リレーションシッ

プバンキングのあり方に関するワーキンググループの委員に就任したこともあって、地域金融

機関とりわけ協同組織金融機関の今後のあり方に関する研究について、研究所の研究員のサポ

ートに努めた。大学の研究者と研究所の研究員との共同執筆を企画し、信金中金月報で発表す

るようなことにも取り組んだ。

　一方、現実の経済活動に触れる機会を設け、自分自身の研究活動の幅を広げることにも取り

組んだ。例えば、研究所の研究員と信用金庫を訪問し、営業店の現場を視察するとともに、役

職員と地域金融の現状について意見交換する機会を持った。また、私とゼミ生が中国でのフィ

ールドワークを実施するにあたって、信金中央金庫の海外駐在員事務所の職員に、信用金庫取

引先中小企業の現地法人・工場の視察をする機会を設けてもらった。さらに、研究所のサポー

トを得て、かながわ信用金庫と横浜市立大学の2者間による産学連携協定を結び、神奈川県三

浦市の地域活性化事業をアクティブラーニング&フィールドワーク形式で実施した。

　現在、地域金融機関は地方創生への協力を要請され、日本各地で地方版総合戦略の推進に協

力している。他方、公立大学協会（および加盟公立大学）のホームページをみると、ほぼすべ

ての大学で、産学連携、地域貢献活動に関する取組みを掲載し、地域における存在感をアピー

ルしている。公立大学の中には教員に対する評価について、産学連携や地域貢献活動も評価項

目に加えている大学さえある。

　ちょうど私が大学と民間金融機関の調査・研究部門の双方で働いていた時期に、日本は、人

口減少、少子高齢化、東京一極集中という問題に直面するようになった。地方経済の疲弊に歯

止めをかけ、地域経済の発展を実現するために、地域のステークホルダーの連携がますます重

要性を増している。15年間、私なりの方法で産学連携の推進における橋渡し役を努めてきた

が、これまでの経験を踏まえると、産学連携の推進における成否は、お互いの価値観を尊重し

相互に理解を深め、それぞれの組織に蓄積された知見を連携活動に継続して生かしていくこと

ではないかと感じた。



（要　旨）

1．16年4～6月の実質GDPは前期比0.0％増（年率0.2％増）
　個人消費は前期比0.2％増と2四半期連続でプラスとなった。住宅投資は低金利効果で5.0％

増加した。一方、設備投資は0.4％減と2四半期連続で減少した。新興国経済の停滞を受けて

輸出が1.5％減となったため、純輸出は実質成長率を0.3ポイント押し下げた。

2．景気回復テンポは当面も緩やかにとどまる見通し
　16年4～6月の実質成長率は小幅なプラスにとどまったとはいえ、うるう年効果で押し上げ

られた1～3月との比較であることを考慮すると底堅い結果だった。ただ、世界経済の先行き

不透明感の高まりを背景に、企業の投資マインドは慎重化している。今後は景気対策の効果

が景気の底上げに寄与しようが、景気回復テンポは今後も緩やかにとどまると予想される。

3．実質成長率は16年度0.4％、17年度0.9％と予測
　消費税増税が先送りされることとなったため、5月に公表した経済見通しを見直した。増税

延期に伴って駆込み需要の影響を削除したことで、今回の経済見通しでは、16年度の実質成

長率を前回想定していた0.9％から0.4％に下方修正した。ただ、消費税増税の影響が先送りさ

れる17年度については、実質成長率を0.1％から0.9％へ上方修正した。

4．日銀は引き続き強力な緩和政策を推進
　日銀は7月28～29日の金融政策決定会合で、「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」のう

ち、ETFの増額など質的緩和の一部を強化した。追加緩和は想定内の結果であったが、日銀が

政策効果の「総括的な検証」を行うと表明したことで、金融市場では政策の枠組みが見直され

るとの不安が高まっている。ただ、物価目標の達成が遠のいているうえ、円高圧力も依然とし

て根強いだけに、現行の緩和政策が大きく軌道修正される可能性は低いと考えられる。

調 査 　経済見通し

実質成長率は16年度0.4％、17年度0.9％と予測
−企業の投資マインドは慎重化しており、当面の景気も横ばい圏の動きが続く−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所上席主任研究員

角田　匠

（注）本稿は2016年8月15日時点のデータに基づき記述されている。
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1�．16年4～6月の実質GDPは前期比
0.0％増（年率0.2％増）

　16年4～6月のGDPは、物価変動の影響を

除いた実質で前期比0.048％増、年率に換算

して0.2％増と小幅ながら2四半期連続で増加

した（図表2）。景気の実感に近い名目GDP

も前期比0.2％増、年率0.9％増と2四半期連

続のプラスとなった。

　4～6月の動きを需要項目別（実質）にみ

ると、個人消費は前期比0.2％増と1～3月の

0.7％増に比べて伸びが鈍化した。ただ、1～

3月はうるう年による日数増効果で押し上げ

られており（GDP統計ではうるう年調整が

行われない）、その反動減を考慮すると、4

～6月の個人消費は底堅く推移したといえ

る。6月にかけて気温が上がったことで清涼

飲料などの販売が伸びたほか、関東で雨天が

少なかったことからサービス消費が堅調だっ

た（図表3）。住宅投資は5.0％増と3四半期ぶ

りにプラスに転じた。日銀によるマイナス金

利導入を受けて、住宅ローン金利が大幅に低

下したことが追い風になった。

　設備投資は0.4％減と2四半期連続で減少し

た。世界経済の先行き不透明感が強まるな

か、企業は設備投資を先送りしている。ま

た、最終需要の伸び悩みに起因した在庫調整

が続いたため、在庫投資は4四半期連続で実

質成長率を押し下げる要因となった。一方、

公共投資は2.3％増と1～3月の0.1％増から加

速した。15年度補正予算の執行が進捗して

きたことが背景にある。

　輸出は1.5％減と再びマイナスに転じた。

新興国経済の停滞が続いているうえ、熊本地

震の影響で米国向けの自動車輸出が落ち込ん

だ。在庫調整継続に伴って輸入も0.1％減少

図表2　実質GDPの前期比年率と寄与度

（備考）内閣府『四半期別GDP速報』より作成

図表1　GDP成長率の推移と予測� （単位：%）

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 前回（16年5月）
〈実績〉 〈実績〉 〈実績〉 〈予測〉 〈予測〉 16年度（予） 17年度（予）

実 質 G D P �2.0 △� 0.9 0.8 �0.4 �0.9 0.9 0.1
個 人 消 費 2.3 △	 2.9 △� 0.2 0.4 0.6 0.6 △� 1.4
住 宅 投 資 8.8 △	 11.7 2.4 5.4 △� 1.1 2.2 △� 3.7
設 備 投 資 3.0 0.1 2.1 0.4 1.2 3.6 1.6
公 共 投 資 10.3 △	 2.6 △� 2.7 △� 0.7 1.0 △� 1.2 △� 0.6
純輸出（寄与度）（△	 0.5）（	 0.6）（	 0.1）（△	 0.1）（	 0.1）（	 0.1）（	 0.4）
名 目 G D P 1.7 1.5 2.2 1.0 1.2 1.6 1.4

（備考）内閣府『四半期別GDP速報』より作成。予測は信金中央金庫	地域・中小企業研究所
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したが、輸出から輸入を差し引いた純輸出

は、実質成長率を0.3ポイント押し下げた

（年率では1.0ポイントの押下げ要因）。

2�．景気回復テンポは当面も緩やかに
とどまる見通し

（1�）世界経済の回復の遅れが生産活動の本

格回復を阻む要因

　16年4～6月の実質GDPは前期比年率で

0.2％増にとどまったとはいえ、うるう年に

伴う日数増効果で押し上げられた1～3月と

の比較であることを考慮すると、底堅い結果

だったといえる。当面も、15年度補正予算

の効果など財政面の下支えや、熊本地震から

の挽回生産などもあって、景気は底堅く推移

する公算が大きい。もっとも、英国のEU離

脱決定などに伴う世界経済の先行き不透明感

は強く、円高による企業収益の悪化も設備投

資の抑制要因となる。雇用環境が良好な状態

を維持していることは明るい材料だが、景気

回復テンポは今後も緩やかにとどまると予想

される。

　製造業の生産活動は依然として足踏み状態

が続いている。鉱工業生産指数は、15年10

～12月に3四半期ぶりに前期比増加に転じた

ものの、16年1～3月は前期比1.0％減となり、

4～6月は0.2％増と小幅な伸びにとどまった

（図表4）。ただ、16年2月の愛知製鋼の工場

事故や4月に発生した熊本地震の影響で、自

動車工場を中心に一時操業停止に追い込まれ

ことが生産活動を下押しした。このため、当

面は一時的な生産停止からの挽回生産が続く

とみられ、生産活動は夏場から秋口にかけて

堅調な推移が見込まれる。企業の先行きの生

産計画を集計した製造工業生産予測指数は、

7月が前月比2.4％増、8月が2.3％増と見込ま

れている。

　もっとも、世界経済の回復の遅れから輸出

図表3　個人消費関連指標（前年比増減率）� � （単位：%）

15年 16年 15年 16年
7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

全 世 帯 実 質 消 費 	0.7 △	 3.3 △	 2.6	 △	 1.2	 △	 2.4 △	 2.9 △	 4.4 △	 3.1 1.2 △	 5.3 △	 0.4 △	 1.1 △	 2.2
平均消費性向（勤労者） 73.4 73.1 72.8 72.9 73.2 73.0 72.9 72.3 74.6 71.5 74.2 75.2 69.4
乗 用 車 販 売 △	 7.0 △	 8.9 △	 7.5 △	 2.1 △	 4.0 △	 7.6 △	14.6 △	 4.4 △	 7.5 △	 9.3 2.2 △	 1.4 △	 5.6
（普通＋小型乗用車）△	 1.5 0.8 △	 2.1 6.1 △	 0.0 △	 0.4 3.0 1.3 △	 4.1 △	 2.7 8.4 7.3 3.6

（軽乗用車）△	16.4 △	23.0 △	15.7 △	17.3 △	10.7 △	18.3 △	36.1 △	13.0 △	12.8 △	19.4 △	 9.1 △	17.3 △	23.4
百 貨 店 販 売 額 2.8 0.5 △	 1.4 △	 4.0 4.2 △	 2.6 0.3 △	 1.6 0.5 △	 2.8 △	 3.6 △	 4.8 △	 3.6
ス ー パ ー 販 売 額 1.4 0.3 1.7 △	 0.1 2.3 △	 1.0 △	 0.1 2.3 3.1 △	 0.3 0.8 △	 0.8 △	 0.3
商 業 販 売 ・ 小 売 業 0.8 △	 0.2 △	 0.3	 △	 1.4	 1.8 △	 1.1 △	 1.1 △	 0.2 0.4 △	 1.0 △	 0.9 △	 2.1 △	 1.3
（衣類・身の回り品） 5.0 3.6 3.2 0.5 8.0 △	 1.1 4.1 3.4 2.2 3.7 1.7 △	 0.1 0.1
（飲料・食料品） 	3.6 	3.0 2.7	 1.2	 4.1 1.6 3.2 2.2 2.9 3.0 2.4 0.5 0.7

（自動車） 2.4 0.6 △	 1.1	 1.0	 3.1 1.2 △	 2.4 1.7 △	 1.3 △	 3.0 0.4 2.8 △	 0.1
（家庭用機械） 2.3 0.0 △	 2.6	 △	 1.7	 0.5 △	 0.2 △	 0.1 1.6 △	 5.0 △	 4.3 △	 2.5 △	 2.8 0.2

（燃料）△	11.7 △	14.8 △	12.4 △	12.7 △	13.2 △	14.4 △	16.5 △	11.7 △	10.7 △	14.7 △	13.7 △	12.9 △	11.6
外 食 産 業 売 上 高 － － － － 5.0 △	 0.5 2.7 5.3 5.5 1.8 3.0 0.6 2.0

（備考		）1．平均消費性向は季節調整済みの実数。百貨店､ スーパーは既存店。外食産業売上高は全店ベース
2．総務省『家計調査報告』、経済産業省『商業動態統計』などより作成
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は弱含んでおり、このことが生産活動の本格

回復を阻む要因となる。世界経済が回復の勢

いを取り戻すまでは、生産活動の回復テンポ

も緩慢にとどまると予想される。

（2�）賃金の伸びが鈍く、個人消費は引き続

き横ばい圏

　16年4～6月の個人消費（実質GDPベース）

は、うるう年によって押し上げられた前期か

らの反動減が見込まれていたが、実際には前

期比0.2％増（年率0.6％増）と底堅い結果と

なった。1人当たり名目賃金は伸び悩んでい

るものの、良好な雇用環境を背景とした雇用

増によって、家計の総所得（雇用者報酬）が

伸びていることが背景にあると考えられる。

ただ、昨年10～12月に暖冬などの影響で下

振れした減少分を取り戻した程度であり、

14年4月の消費税増税後の底ばい圏から脱し

たわけではない（図表5）。

　個人消費のカギを握る賃金は依然として伸

び悩んでいる。1人当たり現金給与総額（名

目賃金指数）をみると、アベノミクス政策の

効果で企業業績が上向いたことから、14年

以降はおおむね前年比プラス圏で推移してい

るが、増加テンポは依然として鈍い。四半期

ベースの前年比をみると、15年7～9月以降、

直近の16年4～6月まで4四半期連続でプラス

（備考	）内閣府『四半期別GDP速報』より作成

（備考）厚生労働省『毎月勤労統計』より作成

図表5�　個人消費の推移（GDPベース）

図表6�　1人当たり賃金（現金給与総額）の前
年比
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図表4　鉱工業生産指数の推移
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となっているが、4～6月は0.5％増と1～3月

の伸び（0.7％増）を下回った（図表6）。な

かでも、基本給を示す所定内給与の前年比

は、1～3月の0.4％増から4～6月にはゼロ％

に鈍化した。賃金水準が相対的に低いパート

タイム労働者の比率が高まっていることが平

均賃金の上昇を抑える要因ではあるが、大企

業を起点とした賃上げが、中小・零細企業な

ど経済の裾野まで広がっていないことが背景

にある。

　慢性的な人手不足を映して、賃上げに踏み

切る中小企業も増え始めているが、今年度は

大企業の春闘賃上げ率が前年を下回ったこと

もあって、この先も平均賃金は緩やかな伸び

にとどまるとみられる。ガソリンや電力料金

の値下がりによる実質所得の押上げ効果はプ

ラスとなるが、名目賃金が伸びてこないこと

には、家計の消費意欲は高まらないと考えら

れる。

（3�）先行き不透明感の高まりを受けて企業

の投資スタンスは慎重化

　中国経済の停滞や英国のEU離脱決定など

から世界経済の先行き不透明感が強まってい

る。円高に伴う収益悪化も加わって、企業の

投資マインドは慎重化している。実際、16年

4～6月の設備投資（実質GDPベース）は前

期比0.4％減（年率1.5％減）と2四半期連続

のマイナスと減速している。

　設備投資の先行指標とされる機械受注（船

舶・電力を除く民需）は、このところ弱い動

きになっている。受注金額は、15年10～12

月に前期比プラスに転じ、16年1～3月も前期

比6.7％増と2四半期連続で増加したが、4～6

月は9.2％減と大きく落ち込んだ（図表7）。

受注見通し調査によると、7～9月はプラスに

転じる見込みであるが、増加率は5.2％と4～

6月の減少分を取り戻せない見通しである。

また、日銀短観の設備投資計画をみても、企

業の投資マインドが慎重化している姿がみて

とれる。16年度の設備投資計画（6月調査）

は、大企業全体で前年比6.2％増と5年連続の

増加が計画されているが、3月調査から6月調

査への修正率は0.9％増と15年度の6月修正率

（8.2％増）を大きく下回った。潤沢なキャッ

シュフローを企業の成長戦略に振り向ける傾

向が根強いことから、設備投資が失速するリ

スクは低いと考えられるが、世界経済に回復

の兆しが広がるまでは、企業は慎重な投資ス

タンスを維持する可能性が高い。

図表7　名目設備投資と機械受注（年率換算）

（備考）内閣府資料より作成
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（4�）景気回復テンポが高まるのは来年以降

　今後の景気も下押し圧力と上向きの動きが

拮抗する形で、横ばい圏の推移が続くとみら

れる。すでに下押し圧力となっているのが円

高である。輸出企業を中心に企業収益は減益

に転じており、投資スタンスは慎重化してい

る。先行指標である機械受注の動向から判断

しても、設備投資は力強さを欠いた動きが続

くとみられる。賃金の伸び悩みを映して、個

人消費も緩慢な動きが続くと予想される。

　一方、15年度補正予算（国費ベースで3.5

兆円）や16年度予算の前倒し執行が寄与し

始めている。熊本地震からの復旧・復興に向

けた対策（16年度第1次補正予算、7,780億

円）も公共事業の押上げ要因となる。設備投

資や輸出は弱い動きが続こうが、政府支出の

拡大が景気を下支えする要因となろう。な

お、16年8月2日に閣議決定された経済対策

（事業規模28.1兆円）が本格化するのは17年

以降と想定している。

　日本経済は当面も力強さを欠いた動きが続

くと予想されるものの、来年にかけて世界経

済が上向いてくるとみられ、日本経済も徐々

に回復の勢いを取り戻すと予想される。IMF

（国際通貨基金）の世界経済見通しによる

と、世界全体の実質成長率は16年も3.1％（15

年実績は3.1％）と緩やかな伸びにとどまる

ものの、17年には3.4％に高まると予測され

ている。資源国や新興国が上向いてくるとみ

ているためで、アジア新興国向けを主体とす

る日本の輸出も回復に向かおう。

　世界経済の安定を受けて為替相場も円安方

向に転じるとみられる。企業収益が回復に向

かうことで、家計の所得環境も改善する。人

手不足感の強い状態が続き、中小企業でも賃

金を引き上げる動きが広がろう。今回の経済

対策が本格化する17年以降、日本経済は徐々

に回復テンポを高めていくと予想される。

3�．実質成長率は16年度0.4％、17年
度0.9％と予測

　前回の経済見通し（5月時点の予測値）で

前提としていた消費税増税が先送りされるこ

ととなったため、今回の経済見通しでは16、

17年度とも予測値を見直した。駆込み需要の

影響を削除したことで、16年度の実質成長率

を前回見通しの0.9％から0.4％に下方修正し

たが、消費税増税の影響が先送りされた17年

度については0.1％から0.9％へ上方修正した

（図表8）。

　16年4～6月の個人消費は底堅さを示したも

のの、本格回復にはなお時間を要すると考え

られる。円高の影響で企業の収益環境は悪化

しており、今後も賃金上昇ペースが緩やかに

とどまると予想されるためである。雇用情勢

が堅調に推移していることがプラス要因だ

が、当面も個人消費は緩慢な動きが続くと予

想される。16年度の実質個人消費は前年比

0.4％増と小幅な伸びにとどまると予測した。

住宅投資は前回見通しで想定していた増税前

の駆込み需要を除いたが、日銀によるマイナ

ス金利導入を受けた住宅ローン金利の大幅な

低下が押上げ要因となる。住宅投資は前年比

5.4％増と高めの伸びを見込んだ。一方、世
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界経済の先行き不透明感から企業の投資マイ

ンドが慎重化しているため、設備投資は0.4％

増と15年度実績の2.1％増から鈍化すると予

測した。

　公共投資については、15年度補正予算（16

年1月20日成立）や熊本地震に対応した災害

復旧事業が増加要因となる。ただ、8月2日に

閣議決定された経済対策が効いてくるのは年

明け以降とみられる。16年度の公共投資は前

年比0.7％減と小幅な減少と予測した。

　中国を中心とした新興国経済の回復の遅れ

により、16年度の輸出は伸び悩もう。実質輸

出は0.7％減と4年ぶりに減少すると予測した。

企業の在庫調整継続を受けて、輸入が横ばい

にとどまると予測しているが、輸出から輸入

を差し引いた純輸出の寄与度は、マイナス0.1

ポイントと成長率を押し下げる要因となろう。

17年度は、消費税率の再引上げの見送りが、

家計部門にとってプラスとなる。人手不足を

反映して賃上げの動きが徐々に広がることも

個人消費の回復に寄与する。17年度の個人消

費は前年比0.6％増と緩やかに加速しよう。

　16年8月2日に閣議決定された経済対策の効

果も17年度に本格化する。今回の経済対策

は、国と地方の歳出である「真水」ベースで

7.5兆円、国費（6.2兆円）のうち第2次補正予

算で4.6兆円が手当てされる。15年度補正予

算の金額（国費ベースで3.5兆円）を上回る規

模となるため、公共投資は1.0％増と4年ぶり

に増加すると予測した。

　世界経済が上向いてくることで輸出や設備

投資も回復に向かおう。17年度の設備投資は

前年比1.2％増へ伸びを高め、輸出は3.0％増

とプラスに転じると予測した。景気回復に

伴って輸入の増加も見込まれるが、純輸出の

寄与度はプラス0.1ポイントと成長率を押し上

げる方向に寄与しよう。

図表8　実質GDP成長率の推移と予測

（備考）右図中の（　）内の数値は年度ベースの実質成長率。内閣府資料より作成。予測は信金中央金庫	地域・中小企業研究所
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〈前提条件～為替相場、原油価格、財政政

策、海外経済〉

（為替相場）

　今年度の為替相場は、1ドル112円台半ば

からスタートしたが、ドル先安観は根強く、

4月7日には1ドル107円台と14年10月以来の

水準まで円高が進んだ。4月下旬には日銀が

金融機関への貸出にマイナス金利を適用する

との観測報道を受け、1ドル111円台後半ま

で戻したが、市場の期待に反して、日銀が4

月28日の日銀金融政策決定会合で追加緩和

を見送ったため、円買いの動きが再加速し

た。国内市場が休日だった29日には1ドル

106円台まで円高が進み、5月3日の海外市場

では1ドル105円台まで円が買われた。5月27

日には、イエレンFRB議長が早期の利上げ

を示唆したことからドルは111円台まで買い

戻されたが、6月3日に発表された米雇用統

計が市場の予想を大きく下回ったことで、早

期利上げ観測は後退した。実際、6月14～15

日に開催されたFOMC（米連邦公開市場委員

会）では、年内の利上げに対して慎重な姿勢

が示され、為替相場は1ドル103円台まで円

高ドル安が進んだ。さらに、6月23日の英国

の国民投票においてEU離脱派が勝利すると、

世界的なリスクオフの流れが強まり、円は対

ドルで一時99円台まで急騰した。

　7月中旬には与党の参院選大勝と大型経済

対策、日銀による追加緩和への期待から株

高・円安が進み、1ドル107円台まで戻した。

もっとも、7月28～29日に開催された金融政

策決定会合で、日銀は追加緩和に踏み切った

ものの、ETFの買入れ増額を中心とした小

粒な内容にとどまったことから円を買い戻す

動きが広がった。さらに、日銀が異次元緩和

の効果について、「総括的な検証を行う」と

表明したことから長期金利が急騰、イタリア

の不良債権問題への懸念からリスク回避の動

きも広がり、8月3日には一時1ドル100円台

まで円高が進んだ。足元では米国の利上げ観

測がやや高まっていることがドル買い材料だ

が、米国の追加利上げは今年12月以降に先

送りされる公算が大きく、当面も円が買われ

やすい展開が続くとみられる。日米金融政策

の方向性は依然として逆方向にあるとはい

え、米国の利上げが視野に入ってくるまでは

ドル買いの動きは限定的と考えられる。経済

見通しの前提となる年度平均レートは、16

年度1ドル105円、17年度1ドル110円と想定

した。

（原油価格）

　原油相場（WTI）は、2月11日に付けた安

値（一時1バレル26.05ドル）を底に反発し

た。3月17日には1バレル40ドル台を回復し、

4月27日には1バレル45ドルに乗せた。在庫

調整の進展が確認された5月26日には、昨年

10月12日以来となる1バレル50ドル台へ上昇

した（図表9）。OPEC（石油輸出国機構）が

生産目標の再設定に向けて協議するとの報道

も買いを誘った。ただ、シェールオイルや非

加盟国の減産で需給の改善が進んだとして、

OPECは6月2日の総会で増産凍結を見送っ

た。この決定を受け、市場では失望売りが広

がり、同日の原油価格は一時1バレル47ドル
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台へ下落した。その後は、強弱感が拮抗する

なか50ドルを挟んで一進一退が続いたが、英

国が国民投票でEU離脱を選択したことを受

けて、リスク回避の動きが広がった。原油の

在庫調整が遅れていることも嫌気され、7月7

日には1バレル45ドル台へ下落した。在庫削

減が進まない一方で、石油リグ（掘削装置）

の稼働数が増え始めたことも相場の押し下げ

要因となり、8月1日には一時1バレル40ドル

を割り込んだ。8月8日には、OPECが9月に

非公式会合を開くことを明らかにしたことで

原油市況は反発したが、8月中旬の原油価格

は1バレル45～46ドル程度で推移している。

　先行きについては、新興国経済が徐々に持

ち直すにつれて、原油需給も改善に向かうと

想定しているが、イラン原油や米国のシェー

ルオイルなどが供給増要因となるだけに、原

油相場の上値は限られよう。経済見通しの前

提となる原油価格（通関ベース）は、16年度

1バレル44ドル、17年度1バレル49ドルと想

定した。

（財政政策）

　16年1月20日に成立した15年度補正予算

（国費3.5兆円）の執行が進んでおり、これが

16年度上期の公共投資の下支え要因となっ

ている。熊本地震に対応した災害復旧対策と

なる16年度第1次補正予算（5月17日成立。

7,780億円）も公共投資の増加に寄与してい

る。さらに、政府は、事業規模で28.1兆円の

大型景気対策を閣議決定し、9月の臨時国会

に第2次補正予算案が提出される。もっと

も、事業規模には財政投融資などが含まれて

おり、「真水」とされる国と地方の直接歳出

は7.5兆円となる。そのうちの国費は6.2兆円

だが、これには17年度予算分も含まれてお

り、景気対策の裏付けとなる第2次補正予算

の規模は4.6兆円と見込まれる。事業規模が

示すほどの効果は期待できないが、15年度

補正予算（国費3.5兆円）を上回る規模であ

り、17年以降の日本経済の下支えとなろう。

なお、経済見通しの前提条件となる消費税増

税（8％→10％）の時期については、これま

で想定していた17年4月から19年10月へ変更

した。

（海外経済）

　	〈米国〉…16年4～6月の実質GDP（事前推

定値）は、前期比年率1.2％増にとどまっ

た。年次改定に伴って過去の数値も修正さ

れたため、3四半期連続で潜在成長率（年

率2％程度）を下回る低い伸びとなった。

堅調な雇用情勢を反映して個人消費は前期

比年率4.2％増と好調だったが、住宅投資

図表9�　原油価格（WTI）の推移
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は6.1％減と9四半期ぶりに減少した。輸出

は4四半期ぶりにプラスに転じたものの、

企業が慎重な投資姿勢を続けたことで設備

投資は2.2％減と3四半期連続で減少した。

世界経済の先行き不透明感が強まっている

ことから、設備投資は当面も弱い動きが続

く可能性がある。	 	

　一方、雇用情勢は底堅さを維持してい

る。5月の非農業雇用者数は前月比2.4万人

増（速報段階では3.8万人増）に急減速し

たものの、6月は29.2万人増、7月は25.5万

人増と上向いている。直近3か月の平均も

19.0万人増と増勢は維持されている。設備

投資や輸出が低調に推移しているため、こ

の先も景気は力強さを欠いた動きが続くと

みられるが、良好な雇用環境を背景とした

底堅い個人消費に支えられる格好で、米景

気は緩やかな回復軌道をたどろう。もっと

も、年前半の成長率が年率で1％前後と

なったため、16年通年の実質成長率は

1.5％にとどまると予測した。17年には世

界経済が上向き、設備投資が回復に転じる

ことで、実質成長率は2.0％に高まると予

測した。

　	〈欧州〉…16年4～6月のユーロ圏の実質

GDPは、前期比0.3％増、年率1.1％増と1～

3月（年率2.2％増）から伸びが鈍化した。

ユーロ圏経済の中心であるドイツの実質

GDPは、前期比0.4％増と底堅く推移した

が、フランスとイタリアはともに前期比横

ばいと停滞した。雇用環境が良好に推移し

ているドイツ経済が今後も欧州景気の回復

を下支えしようが、テロの影響が不安視さ

れるフランス経済や銀行の不良債権問題が

懸念されるイタリア経済の先行きは不透明

である。英国が国民投票でEU離脱を選択

したことも欧州経済の下押し要因となる。

不確実性の高まりが企業の景況感に悪影響

を及ぼすとみられ、17年の欧州経済は減速

しよう。ドイツの実質成長率は16年1.7％、

17年1.2％と予測した。ユーロ圏の実質成長

率は16年1.6％、17年1.4％と予測した。

　	〈中国〉…16年4～6月の中国の実質GDPは前

年比6.7％増と、1～3月（6.7％増）と同じ

伸びとなり、4四半期ぶりに減速に歯止めが

かかった。個人消費が底堅く推移したこと

が背景にあるが、輸出は低迷が続き、固定

資産投資は一段と減速した。特に民間投資

が低迷している。過剰生産能力の削減が進

まないこともあって、設備投資は当面も減

速傾向で推移する公算が大きい。輸出・投

資主導の成長から内需中心の経済への移行

にはなお時間を要する見通しで、中国経済

はこの先も減速傾向で推移しよう。実質成

長率は、16年6.6％、17年6.3％と予測した。

4�．日銀は引き続き強力な緩和政策を
推進

（�1）エネルギー価格の下落がコア消費者物

価の押下げ要因

　コア消費者物価（生鮮食品を除く総合、

10年基準）は、弱い動きが続いている。16

年3月には前年比0.3％の下落と昨年10月以来

5か月ぶりにマイナスへ転じ、6月まで4か月
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連続で下落している。食料品や日用品、衣料

品などは上昇傾向を維持しているものの、原

油価格が下落した影響でガソリンや電気代な

どエネルギーの物価が一段と下落しているこ

とが全体の物価を押し下げている。もっと

も、食料や日用品などの物価上昇率もやや鈍

化している。

　8月12日には、15年基準に基づく消費者物

価指数が公表された（図表10）。5年に1度の

基準改定であり、品目の入替えや品目別ウエ

イトが変更された。新基準のコア消費者物価

は、品目の改廃が小規模なものにとどまった

ほか、物価下落率の大きいテレビのウエイト

が引き下げられたことなどで、旧基準とのか

い離は限定的だった。直近6月の新旧指数を

比較すると、新基準の前年比は0.4％の下落

と旧基準（0.5％下落）から0.1ポイントの小

幅な修正となり、物価の基調を大きく変える

結果にはならなかった。

　エネルギー物価（ガソリン、灯油、電気、

ガス）は、当面も全体の物価を押し下げる方

向に寄与する見通しで、コア消費者物価は年

末頃までマイナス圏の推移が続くと予想され

る。ただ、17年にはエネルギー価格下落の

影響が一巡すると想定しており、コア消費者

物価は年明け頃からプラスに転じよう。16

年度のコア消費者物価は、前年比で0.0％の

横ばいと予測した。

　17年度には原油価格が年度平均でも上昇

に転じると想定しており、エネルギー物価の

寄与度も押上げ方向に転じる見通しである。

賃上げの動きが徐々に広がることで個人消費

も上向くとみられ、消費者物価は緩やかに上

昇テンポを高めよう。17年度のコア消費者

物価は前年比で1.2％の上昇と予測した。

（�2）追加緩和の可能性はなお残る

　日銀は、7月28～29日に金融政策決定会合

を開催し、「マイナス金利付き量的・質的金

融緩和」のうち、質的緩和の一部を強化し

た。具体的には、ETF（上場投資信託）の

買入れ額を増額し、年間保有残高の増加ペー

スを約3.3兆円から約6兆円に引き上げた。こ

のほか、企業の外貨資金調達の安定化を図る

措置も講じた。一方で、日銀当座預金の一部

に適用しているマイナス金利の水準（△

0.1％）、マネタリーベースの増加ペース（年

間約80兆円）は現状維持とした。

　決定会合後の公表文をみると、「政府の取

組みとの相乗的な効果を発揮するものと考え

ている」との記述がなされており、財政・金

図表10　コア消費者物価の前年比と寄与度

（備考）1	．消費税の増税の影響を除く
2	．総務省資料より作成
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融両面から景気を下支えすることが肝要との

判断もあって今回の措置に踏み切ったことが

うかがえる。

　29日には経済と物価情勢の展望をまとめ

た「展望レポート」も発表された。16年度

の物価上昇率見通しは前回予測から下方修正

されたが、17年度はプラス1.7％に据え置か

れ、物価目標の達成時期も「17年度中」を

維持した。当研究所でも、原油価格下落の影

響が一巡すれば、物価は下げ止まりから上昇

に転じると想定しているが、17年度中に物

価安定の目標である2％上昇には達しないと

予測している。今回の「展望レポート」にお

いても、前回はみられなかった「先行きの海

外経済に関する不透明感などから不確実性が

大きい」との記述がなされている。物価の持

続的な上昇を達成するためには、賃金の累積

的な上昇も不可欠であり、日銀の目標達成に

は困難が伴おう。

　黒田総裁は決定会合後の記者会見で、今回

の措置を「戦力の逐次投入ではない」とし、

現在とれる最大限の対応であった旨の発言を

する一方、「必要な場合には量、質、金利の

3次元で追加的な金融緩和措置を講じる」と

コメントした。世界経済の減速懸念が高ま

り、株安、円高の動きが顕在化することとな

れば、日銀がさらなる追加緩和に踏み切る可

能性もあろう。

　なお、決定会合後の公表文には、2％の

「物価安定の目標」をできるだけ早期に実現

する観点から、次回（9月20～21日）の金融

政策決定会合において、「量的・質的金融緩

和」・「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」

のもとでの経済、物価動向や政策効果につい

て総括的な検証を行う旨の記述がなされた。

金融市場では、金融政策の枠組み見直しを示

唆するものと受け止められ、巨額の国債購入

やマイナス金利政策が軌道修正されるとの見

方から国債を手放す動きが加速した。長期金

利（10年国債利回り）は、決定会合前の27

日に△0.295％を付けたが、決定会合後の8月

2日には一時△0.025％まで急上昇した。

　緩和縮小に向かうのではないかとする市場

の見方に対し、黒田総裁は「そのようなこと

にはならない」と否定している。また、岩田

副総裁を筆頭にリフレ派の委員が増えている

こともあって、日銀の緩和政策が大きく軌道

修正される可能性は低い。ただ、物価安定の

目標としている2％の物価上昇について、達

成時期を明示せず、米国のように長期の目標

とする可能性はある。この場合、物価見通し

を修正するたびに追加緩和を迫られることが

なくなり、持続可能な政策運営が可能になる

といったメリットが生まれる。一方で、デフ

レ脱却の遅れを理由にした追加緩和期待は高

まりにくくなる。

　実際、金融市場では、金融緩和政策が限界

点に近づいたとみる向きも少なくないが、日銀

がマイナス金利を含めた現行の金融政策を引

締め方向に転換するとは考えにくい。デフレ

脱却に向けた期待が後退しているうえ、円高

圧力も依然として根強いだけに、マイナス金

利を深堀りするなど、金融緩和策がもう一段

強化される可能性は残っていると考えられる。
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〈実質成長率の需要項目別寄与度〉� （単位：%）

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
〈実績〉 〈実績〉 〈実績〉 〈予測〉 〈予測〉

実質GDP 2.0 △	 0.9 0.8 0.4 0.9
国内需要 2.5 △	 1.6 0.8 0.6 0.8
民間部門 1.7 △	 1.5 0.6 0.3 0.6
民間最終消費支出 1.4 △	 1.7 △	 0.1 0.2 0.3
民間住宅投資 0.3 △	 0.4 0.1 0.2 △	 0.0
民間企業設備 0.4 0.0 0.3 0.1 0.2
民間在庫品増加 △	 0.3 0.6 0.3 △	 0.2 0.1

政府部門 0.8 △	 0.1 0.2 0.3 0.2
政府最終消費支出 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2
公的固定資本形成 0.5 △	 0.1 △	 0.1 △	 0.0 0.0

財･サービスの純輸出 △	 0.5 0.6 0.1 △	 0.1 0.1
財・サービスの輸出 0.7 1.3 0.1 △	 0.1 0.5
財・サービスの輸入 △	 1.2 △	 0.7 0.0 0.0 △	 0.4

（備考）内閣府資料より作成。予測は信金中央金庫	地域・中小企業研究所

〈前提条件〉�
13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

〈実績〉 〈実績〉 〈実績〉 〈予測〉 〈予測〉

為 替 レ ー ト（円/ドル） 100.2 109.8 120.1 105.0 110.0

原 油 価 格（CIF、ドル/バレル） 110.0 89.0 48.9 44.0 49.0

（前年比、%） △	 3.6 △	 19.1 △	 45.1 △	 10.0 11.3

（備考）日本銀行資料などより作成。予測は信金中央金庫	地域・中小企業研究所

〈16年度､ 17年度の日本経済予測（前年度比）〉� （単位：%、10億円）

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
〈実績〉 〈実績〉 〈実績〉 〈予測〉 〈予測〉

名目ＧＤＰ 1.7 1.5 2.2 1.0 1.2
実質ＧＤＰ 2.0 △	 0.9 0.8 0.4 0.9
国内需要 2.4 △	 1.5 0.7 0.5 0.8
民間部門 2.2 △	 1.9 0.8 0.3 0.8
民間最終消費支出 2.3 △	 2.9 △	 0.2 0.4 0.6
民間住宅投資 8.8 △	 11.7 2.4 5.4 △	 1.1
民間企業設備 3.0 0.1 2.1 0.4 1.2
民間在庫品増加 △	2,648 254 1,759 826 1,337

政府部門 3.2 △	 0.3 0.7 1.2 0.9
政府最終消費支出 1.6 0.1 1.6 1.6 0.9
公的固定資本形成 10.3 △	 2.6 △	 2.7 △	 0.7 1.0

財･サービスの純輸出 7,240 11,317 11,688 11,094 11,931
財･サービスの輸出 4.4 7.9 0.4 △	 0.7 3.0
財･サービスの輸入 6.8 3.4 0.0 0.0 2.4

（備考）内閣府資料より作成。在庫投資、財貨･サービスの純輸出は実額。予測は信金中央金庫	地域・中小企業研究所
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〈主要国の実質成長率の推移と予測〉� （単位：前年比、%）
国名 12年 13年 14年 15年 16年（予） 17年（予）

米国 2.2 1.7 2.4 2.6 1.5 2.0
ユーロ圏 △	 0.8 △	 0.3 0.9 1.6 1.6 1.4
ドイツ 0.7 0.6 1.6 1.5 1.7 1.2
フランス 0.2 0.6 0.7 1.2 1.3 1.1
イギリス 1.3 1.9 3.1 2.2 1.9 0.8

中国 7.7 7.7 7.4 6.9 6.6 6.3

（注）各国資料より作成。予測は信金中央金庫	地域・中小企業研究所

〈主要経済指標の推移と予測〉�
13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
〈実績〉 〈実績〉 〈実績〉 〈予測〉 〈予測〉

鉱工業生産指数
（前年比、%）

98.9 98.4 97.4 97.5 99.0
3.2 △	 0.5 △	 1.0 0.1 1.5

第3次産業活動指数
（前年比、%）

103.2 102.1 103.5 103.9 104.7
1.2 △	 1.1 1.4 0.4 0.8

完全失業率	
3.9 3.5 3.3 3.1 3.1

（季調済、%）
国内企業物価

1.9 2.7 △	 3.2 △	 2.4 1.9
（前年比、%）

コア消費者物価	（前年比、%）
〈消費税増税の影響を除く〉 0.8 2.8

＜0.8＞ 0.0 0.0 1.2

米国式コア	 （前年比、%）
〈消費税増税の影響を除く〉 0.2 2.2

＜0.5＞ 0.7 0.6 0.9

（備考）1．米国式コアは食料・エネルギーを除く総合指数。経済産業省、総務省資料などより作成
2．予測は信金中央金庫	地域・中小企業研究所

〈経常収支〉� （単位：億円、%）
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
〈実績〉 〈実績〉 〈実績〉 〈実績〉 〈予測〉 〈予測〉

経常収支 42,495 23,930 87,245 180,028 188,391 168,692
前年差 △	 39,357 △	 18,565 63,315 92,783 8,363 △	 19,700

名目GDP比（%） 0.9 0.3 1.8 3.6 3.7 3.3
貿易・サービス収支 △	 92,753 △	144,785 △	 93,142 △	 6,032 22,436 1,212

前年差 △	 42,447 △	 52,031 51,643 87,110 28,468 △	 21,224
貿易収支 △	 52,474 △	110,455 △	 65,890 5,419 28,103 5,447

前年差 △	 30,377 △	 57,982 44,565 71,309 22,684 △	 22,657
サービス収支 △	 40,280 △	 34,330 △	 27,252 △	 11,451 △	 5,667 △	 4,234

前年差 △	 12,070 5,950 7,078 15,801 5,784 1,433
第1次所得収支 144,825 183,193 199,755 205,700 185,324 187,150

前年差 1,740 38,368 16,562 5,945 △	 20,376 △	 1,826
第2次所得収支 △	 9,577 △	 14,477 △	 19,368 △	 19,639 △	 19,369 △	 19,671

前年差 1,350 △	 4,900 △	 4,891 △	 271 270 △	 302

（備考）日本銀行『国際収支統計』より作成。予測は信金中央金庫	地域・中小企業研究所
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（キーワード）  信用金庫決算、コア業務純益、貸出金利回り、預金保険料率

（視　点）

　2016年2月に「マイナス金利」政策が導入された。本稿では、マイナス金利下で初めて迎えた

15年度の信用金庫の決算状況について、主に全信用金庫の集計値により概観する。

（要　旨）

⃝�15年度の当期純利益は、過去4番目の高い水準にある。一方で、本業での収益力を示すコア

業務純益は、最低水準を更新し、収益力の低下が止まっていない。

⃝�信用金庫の収益力の低下は、業務粗利益の約9割を占める資金利益が06年度をピークに10

年近くにわたって減少を続けている構造的なものであるといえる。

⃝�収益力低下の主因は貸出金利息の減少が止まらないことにあり、これは経費削減や預金利

回り低下の余地が少なくなるなかで、貸出金利回りを十分に確保できていないためである。

⃝�経費については、預金保険料率の引下げによって預金保険料が大きく減少しており、経費

減少の主因であった。15年度は、この制度要因だけで大きなコスト削減効果があった。

⃝�15年度のコア業務純益の変化要因をみると、貸出金利息の減少のほとんどは、預金保険料

率の引下げという制度要因による増益効果によって補われていたといえる。

⃝�15年度の債券関係損益は840億円、株式関係損益は627億円のプラスとなった。これらの要

因を合わせると当期純利益の4割以上に相当し、信用コストも極小化された水準にある。

⃝�こうした15年度決算の特徴は、信用金庫別の分布状況をみても確認できる。

⃝�持続可能なビジネスモデルをつくっていくためには、事業性評価を前提に取引先の課題解

決支援をさらに深化させ、利鞘の厚い貸出資産を確保していくことが有力な選択肢となる。

調 査

マイナス金利下の信用金庫決算

信金中央金庫 地域・中小企業研究所上席調査役

井上　有弘

（注）本稿の計数は、『全国信用金庫概況・統計』各年度版等にもとづいている。
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 はじめに

　本稿では、まず全信用金庫の集計値として

の利益水準について、2015年度（2016年3月

期）までの長期的推移を確認する（図表1）。

　1990年度以降の利益水準の動きをみると、

最終利益である当期純利益は、東日本大震災

後の11年度には1,355億円にまで落ち込んだ。

その後は、3年連続で増加していたが、15年

度は前期比微減（2.2％減）の3,337億円と

なっている。ただし、この当期純利益の水準

は、過去4番目の高い水準にある（注1）。

　一方で、本業での収益力を示すコア業務純

益（注2）は、最低水準を更新して、3,545億円と

なった。コア業務純益は、06年度の6,474億

円をピークにその後は9年連続で減少してお

り、信用金庫の構造的な収益力の低下が止

まっていない。

　こうした状況を踏まえて、次章以降では

トップライン（業務粗利益）から順に、「マ

イナス金利」下で迎えた信用金庫の15年度

決算を概観していく。

1．信用金庫の収益力

（1）業務粗利益

　15年度の業務粗利益は、前期比762億円、

4.0％減の1兆7,918億円となった。事業会社

の粗利（売上総利益）に相当する業務粗利益

は、11年度以降5年連続で減少しており、15

年度は減少幅が拡大し、最低水準を更新した

（図表2）。

　信用金庫の業務粗利益は、資金利益、役務

取引等利益、その他業務利益に3区分され

る。うち約9割を占める資金利益は、15年度

（注）1�．過去の当期純利益の水準は、高い順に、①1988年度3,734億円、②2014年度3,413億円、③1990年度3,348億円、となる。
2�．コア業務純益は、業務純益に一般貸倒引当金繰入額を戻し入れ、債券関係損益（債券5勘定尻）を差し引いたものである。
このため、景気変動に伴う信用コストの増減や、保有債券の売却による益出しの影響を除いた本業での収益力を示す利益水
準とされる。

図表1 　当期純利益とコア業務純益の推移
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△
リーマン・ショック（08年9月）

△
ペイオフ部分解禁（02年4月）

△
ペイオフ全面解禁（05年4月）

△
拓銀、山一證券など破綻（97年11月）

△
東日本大震災（11年3月）

△バブル崩壊（91年3月） △
マイナス金利（16年2月）
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には前期比2.6％減の1兆6,258億円となり、

前述のコア業務純益と同様に07年度以降9年

連続で減少している。

　業務粗利益に占める資金利益の割合をみる

と、リーマン・ショック後に債券の売却損な

どによりその他業務利益がマイナスとなった

後は、9割前後で安定的に推移している。低

金利環境が続くなかにおいても、信用金庫の

利益の大部分は金利収入である資金利益によ

るものであることがわかる。

　業務粗利益を構成する他の2項目である役

務取引等利益とその他業務利益についてみる

と、15年度の役務取引等利益は、726億円と

なった。役務取引等利益の水準は、08年度

以降の8年間は700億円台で推移している。

預かり資産への取組みが進んでいるものの、

全信用金庫の集計値では業務粗利益に占める

割合は4％程度に留まっている。

　その他業務利益は、15年度には前期比

25.8％減の932億円となった。このうち債券

関係損益（債券5勘定尻）が840億円と9割程

度を占めている。その他業務利益は、リーマ

ン・ショック前後の07、08年度にマイナス

に落ち込んだ後、低金利環境下の10年代は

プラスの寄与が続いている。ただし、業務粗

利益に対する割合は5％程度である。

　こうしてみると、信用金庫の収益力の低下

は、その大部分を占める資金利益が06年度

をピークに10年近くにわたって減少を続け

ている構造的なものであるといえる。

（2）資金運用収益

　業務粗利益の9割程度を安定的に占める資

金利益の内訳については、貸出金や有価証券

などに区分して把握することができない。そ

こで、対応する費用を控除していない収益

図表2 　業務粗利益の推移
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ベースの資金運用収益によって、収益の内訳

を確認する。

　15年度の資金運用収益は、前期比2.2％減

の1兆7,537億円となった（図表3）。低金利環

境の長期化によって減少傾向が続いており、

08年度以降8年連続で減少している。内訳

は、8年連続で減少している貸出金利息が同

3.0％減の1兆2,069億円、有価証券利息配当

金が同0.8％増の4,370億円、預け金利息が同

7.4％減の894億円などとなっている。

　資金運用収益のうち貸出金利息が占める割

合は、預貸率が低下するなかでも7割弱を

保っている。一方、有価証券利息配当金の割

合は、近年上昇傾向にあるものの25％程度

にとどまっている。

（3）利回り

　資金運用収益に占める貸出金利息の割合の

高さをもたらしているのが、利回り水準の違

いである。15年度の利回りは、貸出金が

1.83％と、有価証券の1.04％を上回ってい

る。一方、調達側の預金利回りは0.08％と

なった（図表4）。収益の柱である貸出金の

利回りは、91年度をピークに急低下してい

るが、ほぼ資金調達コストに相当する預金利

回りも同様に急低下している。

　有価証券利回りについては、90年代の金

利低下局面では、固定利回りの長期国債など

の利息収入から、貸出金利回りと同水準の時

期もあった。その後、リーマン・ショック後

の低金利環境が続くなかでは、貸出金利回り

を下回る水準で推移している。

2．貸出金の収益分析

（1）貸出金利鞘

　15年度の貸出金利鞘は、前期比0.04ポイン

ト縮小して、0.73％となった。貸出金利鞘は、

貸出金の表面的な収益率を示し、貸出金利回

図表3 　資金運用収益の推移
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図表4　利回りの推移
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り−（預金利回り＋経費率）で求められる。

　利鞘の縮小要因をみるために、貸出金と預

金の利回り差（貸出金利回り−預金利回り）

をみると、2000年代半ばまでは、利回りが

低下するなかでも利回り差に大きな変化はな

かった（図表5）。その後、利回り差は05年

度に2.5ポイントを、13年度には2ポイントを

下回り、15年度には1.74ポイントにまで縮小

している。他方、経費率も、15年度には

1.01％にまで低下しているが、貸出金と預金

の利回り差の縮小幅の方が大きくなってい

る。近年の預金利回りはほぼ0％にまで低下

しているので、貸出金利鞘縮小の要因は、経

費率の低下を上回る貸出金利回りの低下にあ

るといえる。

　貸出金利回りの低下が続く一方で、13年度

以降、貸出金残高（年度平残）は増加に転じ

ており、15年度は前期比2.2％増となってい

る（図表6）。前述したように貸出金利息の減

少が止まらないのは、残高の増加以上に利鞘

の縮小が進んでいることが要因といえる。

　長期的な収益力低下の主な要因は、経費削

減や預金利回り低下の余地が少なくなるなか

で、貸出金利回りを十分に確保できていない

ことにある。

（2）貸出金からの粗利益

　貸出金利鞘縮小の影響の大きさをみるため

に、ここでは便宜的に貸出金からの粗利益

（貸出金粗利益＝貸出金年度平残×貸出金利

鞘）を算出する。

　貸出金粗利益は、15年度には約4,800億円

にまで減少しており、04年度の約7,000億円

から3割以上減少している（図表7）。05年度

以降、11年連続で減少しており、貸出金か

らの基礎的な収益（貸出金粗利益）の減少が

止まらない状況にある。

　こうした減少の要因は、残高要因と利鞘要

図表5 　貸出金利鞘等の推移
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図表6 　貸出金残高と貸出金利鞘の推移
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因に分解でき、さらに利鞘要因については貸

出金利回り、預金利回り、経費率に分解する

ことができる。これにより、05年度以降の

貸出金粗利益の前期比増減額を要因分解する

と、日本銀行が量的金融緩和策を解除（06

年3月）した後の06、07年度には、市場金利

の上昇にともなって、貸出金利回りの上昇が

増益要因に、預金利回りの上昇が減益要因と

なっていた（図表8）。その後は、リーマン・

ショック後の低金利環境の長期化などから、

貸出金利回りの低下が一貫して大きな減益要

因として作用している。対して、預金利回り

低下の増益要因としての寄与は、11年度以

降縮小しており、預金利回りがほぼ0％と

なった14、15年度には、ほぼ寄与しなく

なっている。他方、貸出金残高が増加に転じ

たことから、14、15年度は残高要因が増益

に寄与している。ただし、その寄与は、貸出

金利回りの減益要因に比べると小さい。ま

た、経費率要因については、経費率の着実な

低下から、毎年度、増益要因として寄与して

いる。なお、15年度に経費率の増益要因と

しての寄与が拡大しているのは、後述するよ

うに預金保険料率の引下げによるものであ

り、この制度要因がなければ貸出金からの収

益力はさらに落ち込んでいたことになる。

3．経費の状況

（1）貸出金利息と経費

　前述したように、貸出金利回り低下による

利鞘の縮小、それに伴う貸出金からの粗利益

の減少は、本業における収益力低下の主因で

あった。そこで、ここではより直接的に貸出

金利息と経費を対比して検討する。預金利息

が極めて低水準にある状況では、基本的な利

益とそれを稼ぎだすための費用の対比として

一定の意味があると考えられるからである。

　貸出金利息は、15年度には前期比3.0％減

図表7　貸出金粗利益の推移
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図表8 　貸出金粗利益の増減要因（前期比増
減額の要因分解）

△1,500

△1,000

△500

0

500

1,000

1,500
経費率要因
預金利回り要因
貸出金利回り要因
残高要因
前年度比増減額

（億円）

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
（年度）

増益

減益

 調　査 23



の1兆2,069億円にまで減少している。経費と

対比すると、1990年代前半には貸出金利息

が経費を大きく上回っていた（図表9）。そ

の後、金利水準の低下から貸出金利息は急減

し、06、07年度に一時増加した後は、15年

度まで8年連続で減少している。経費も、

1990年代半ば以降は、総じて減少傾向で推

移しており、15年度には1兆3,532億円となっ

ている。こうした経費が貸出金利息を上回る

状態は、11年度以降5年連続となっており、

差額も拡大している。15年度の経費につい

ては後述する預金保険料率引下げの影響が大

きく、この制度要因がなければさらに差額が

拡大していたといえる。

　信用金庫の貸出約定平均金利の推移をみる

と、年度末など季節性を伴いながらも低下傾

向で推移している（図表10）。前年同月から

の低下幅をみると、「マイナス金利」政策が

導入された16年2月以降は、低下幅が拡大す

る兆しもみられ、16年度決算ではさらなる

貸出金利回りの低下が見込まれる。

（2）経費の内訳

　15年度決算の経費は、前期比382億円、

2.7％減と前年度の増加から減少に転じ、1兆

3,532億円となった。経費の内訳は、人件費

が約60％を占め8,224億円、物件費が約37％

を占め4,991億円、固定資産税などの税金が

約2％を占めている。前期からの増減をみる

と、人件費が0.7％減の微減だったのに対し

て、物件費が342億円、6.4％減となってお

り、15年度の経費減少要因は物件費にあっ

たことが分かる。

　人件費については、常勤役職員数（期中平
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図表9　貸出金利息と経費の推移
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図表10　貸出約定平均金利の推移
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均）は、11年度以降は穏やかに減少してお

り、15年度の前期比増減率は、0.8％減で

あった（図表11）。人件費の減少額は、常勤

役職員の減少数にほぼ見合ったものといえ

る。常勤役職員1人当りの人件費をみても、

10年度以降は700万円程度の横ばいで推移し

ている。

　一方、物件費については、前期比342億

円、6.4％減と1990年度以降で最大の減少額

となった。物件費の内訳をみると、預金保険

料が前期比332億円と大きく減少しており、

物件費減少、さらには経費減少の主因であっ

たことが分かる（図表12）。

（3）預金保険料

　預金保険料の減少要因は、15年度に保険

料率が引き下げられたことにある。預金平残

に対して課される実効税率は、14年度の

0.070％から15年度の0.042％へと4割引き下

げられている（図表13）。15年度決算では、

この制度要因だけで300億円以上のコスト削

減効果があった。

　15年度の貸出金利鞘である0.73％で預金保

険料の減少額332億円を割り戻すと約4.5兆円

となる。これは、14年度の貸出金平残64.4兆

円の約7％に相当する。つまり、15年度決算

ではこの制度要因だけで、貸出金残高を7％

伸ばしたことに相当する増益効果があったの

である。

4．コア業務純益の変化要因

　こうした物件費による経費削減効果があっ

たにもかかわらず、コア業務純益は9年連続

の減少となった。これは、トップラインの資

金利益など業務粗利益の落込みが大きかった

ためである。本業での収益力を示すコア業務

純益について、14年度と15年度の変化要因

図表13　預金保険料率の推移
14�年度 15年度 16年度

一般預金等 0.068% 0.041% 0.041%

決済用預金 0.090% 0.054% 0.054%

実効料率 0.070% 0.042% 0.042%

（備考�）実効料率は、一般預金等と決済用預金を加重平均
したもの
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図表11　常勤役職員数等の状況

金額 15年度増減

14年度 15年度 増減額 増減率

事務費 2,044 2,014 △�30 △�1.4

固定資産費 972 962 △�9 △�0.9

事業費 455 459 4 1.0

人事厚生費 129 132 3 2.6

預金保険料 870 538 △ 332 △ 38.1
有形固定資産償却 729 760 30 4.2

無形固定資産償却 131 121 △�9 △�7.2

物件費合計 5,333 4,991 △ 342 △ 6.4

（単位：億円、％）
図表12　物件費の内訳
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を示したのが次の図である（図表14）。

　14年度と15年度のコア業務純益を比べる

と、2つの要因が大きかったことがわかる。

減益要因として大きいのは貸出金利息の減少

である。これは、前述したように、貸出金残

高は増加したにもかかわらず、貸出金利回り

が低下したためである。一方で、増益要因と

しては物件費の削減が目立つ。これは、前述

したように預金保険料率の引下げが主因で

ある。

　つまり、本業での収益力の低下要因である

貸出金利息の減少（384億円減）のほとんど

は、預金保険料率の引下げによる物件費削減

（342億円減）によって補われていた。逆に、

こうした制度要因がなかった場合、実力での

収益力はより大きく低下していたといえるの

である。

5．最終利益の押上げ要因

（1）債券・株式関係損益

　15年度の債券関係損益は840億円、株式関

係損益は627億円となった。90年度以降の動

きを確認すると、債券関係損益は、低金利を

背景に10年度以降6年連続でプラス1,000億円

前後の高い水準で推移している（図表15）。

株式関係損益は、13年度にアベノミクスを

背景とした株価上昇に伴って775億円の大幅

なプラスに転じて以降、3年連続でプラスと
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なっている。

　債券および株式関係損益の合計をみても、

08年度の大幅なマイナスの後はプラスで推

移している。これらの要因によって、15年

度の当期純利益は全体として1,468億円押し

上げられているといえる。当期純利益3,337

億円に対比すると、債券関係損益は約25％、

株式関係損益は約18％と、合わせて4割以上

に相当する。

（2）信用コスト

　信用コストについては、業務純益段階に反

映される一般貸倒引当金と、臨時損益段階に

反映される、（個別貸倒引当金繰入額＋貸出

金償却）−（貸倒引当金戻入益＋債権償却取立

益）からなる。資産の自己査定が導入されて

以降の信用コストの推移をみると、不良債権

処理や信用金庫の再編が進んだ時期には高水

準であった（図表16）。その後、10年代には

一段と減少し、15年度には、前期比158億円

減少の446億円にまで減少している。

　一方で、一部の地域金融機関では、収益力

が低下するなかでの信用コストの反転増に備

えて、貸倒実績率の算定期間を拡大するなど

の動きもみられる。しかし、全信用金庫の集

計値でみると、現状の信用コストは極小化さ

れた水準にあるといえるだろう。

6．信用金庫別の分布状況

　本章では、これまで全信用金庫の集計値と

して述べてきた15年度決算の特徴のうち、

主な点について信用金庫別の分布状況を確認

する。

（1）当期純利益とコア業務純益

　冒頭の利益水準の長期的推移でみたよう

に、15年度の信用金庫の決算（集計値）は、

最終利益である当期純利益は歴史的な高水準

にあるのに対して、本業での収益力を示すコ

ア業務純益は、構造的な減少が止まっていな
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図表15　債券・株式関係損益の推移
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い。そこで、1990年度から直近の15年度ま

での個別の信用金庫の利益水準について、各

信用金庫にとって、この期間における最高水

準および最低水準にあった年度を確認する。

　当期純利益については、リーマン・ショッ

クがあった08年度に最低となった信用金庫

が多く、10年度以降に最高益を記録した信

用金庫は60金庫程度である（図表17）。

　一方、本業での収益力を示すコア業務純益

では、14、15年度に過去最低水準となった

信用金庫が急増しており、足元での収益力の

落込みが目立つ（図表18）。

（2）貸出金からの収益分析

　15年度決算について、本業である貸出金

からの収益性を信用金庫別に分析する。貸出

金の残高（年度平残）、利息、利回りの前期

比の動きをみると、残高については全265金

庫のうち191金庫が増加、減少は3割弱の74

金庫であった（図表19）。貸出金利息は、増

加が31金庫、減少が234金庫となっており、

残高の増加が貸出金利息の増加に寄与してい
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図表17　信用金庫別にみた当期純利益の水準
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ない信用金庫が多い。これは、ほとんどの信

用金庫で利回りが前期比で低下したためで、

利回りが上昇した信用金庫は10金庫程度に

過ぎない。

（3）貸出金利息と経費

　すでに述べたように、全信用金庫の集計値

では貸出金利息が経費を下回っている。信用

金庫別にみても、貸出金利息が経費を下回っ

ている信用金庫は、09年度までは100金庫前

後で推移していた（図表20）。10年代に入る

と、貸出金利回りの一段の低下を背景に、経

費が貸出金利息を上回る信用金庫数が急増し

ている。15年度には、経費が貸出金利息を

上回る信用金庫が214金庫となり、全265金

庫の約8割に達している。

　また、貸出金利息と経費の比率（個別信用

金庫の比率の平均値）をみると、90年代に

急低下した後、2000年代には1倍をやや上回

る程度の横ばいで推移していたが、10年代

に入ると再び低下している。この背景には、

金利競争や地方公共団体向け、住宅ローンの

構成比の高まりから、貸出金利の低下が一段

と進んだことがあると考えられる。

（4）預金保険料率の引下げ

　前述したように本業での収益減少が続いて

いるが、コア業務純益の前期比減少率は、

14年度の9.1％減から15年度の2.6％減へ縮小

している。ただし、預金保険料率の引下げと

いう制度要因によるコスト削減がなく、15

年度の預金保険料が14年度と同額だったと

仮定すると、コア業務純益の減少率は11.7％

減に拡大し、本業での収益はさらに落ち込ん

でいたことになる。

　同様に、個別の信用金庫ごとに15年度の

預金保険料が14年度と同額だった場合のコ

ア業務純益の増減率を求めると、増減率が下

方にシフトすることがわかる（図表21）。信

用金庫ごとの単純平均でみても、15年度の

図表19 　貸出金にかかる信用金庫別の動向
（2015年度の前期比）
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実際の減少率は前期比4.1％減であったのに

対して、預金保険料が14年度と同額だった

と仮定した場合のコア業務純益の減少率は

15.9％減に拡大することになる。

（5）債券・株式関係損益

　前述したように、15年度の債券関係損益

は840億円のプラス、株式関係損益は627億

円のプラスとなっており、集計値としての当

期純利益を大きく押し上げていた。

　信用金庫別に、当期純利益に対する債券・

株式関係損益の割合をみると、50％を下回

る信用金庫が多いが、100％を上回る信用金

庫も一部にみられる（図表22）。市場動向を

みた機動的な売却益の確保だけでなく、最終

利益の多くを債券・株式関係損益に依ってい

る信用金庫も一部にあると考えられる。

おわりに

　これまで述べたように、15年度の信用金

庫決算は、16年2月に「マイナス金利」政策

が導入された後の初の決算となった。導入後

の期間が短いこともあって、マイナス金利の

影響は大きくはなかったが、低金利環境の長

期化から全体として収益力の低下はさらに進

んだ。

　また、最終利益では高水準であったもの

の、それは債券・株式関係損益や極小化した

信用コストによって押し上げられたもので

あった。さらに15年度は、預金保険料率の

引下げだけで大きなコスト削減効果があっ

た。こうした制度要因がなければ、本業での

収益力はさらに落ち込んでいたといえる。

16年度は、こうした制度要因に期待できな

いだけでなく、「マイナス金利」がより大き

く影響することが見込まれる。

図表21 　預金保険料率引下げのコア業務純益
増減率への影響（2015年度、信用金庫別）
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　本稿での分析によれば、収益力低下の主因

は、貸出金利息の減少であり、その要因は残

高増加を上回る利鞘の縮小にあった。16年

度に入って信用金庫の貸出約定平均金利が一

段と低下する兆しもみられ、一方で預金金利

はほぼ0％となっている。15年度においては

ほとんどの信用金庫で貸出金利回りが前期比

低下しており、こうした傾向は16年度も続

くと考えられる。

　15年9月に金融庁が公表した「金融行政方

針」では、取引先企業の事業性評価やそれに

もとづく融資、さらに本業支援の取組みが期

待されている。信用金庫の経営環境をみて

も、人口減少が加速する地域経済において

は、貸出金の量的拡大に多くを期待すること

はできない。こうしたなかで、地域銀行等と

比べて資金調達コストが概して高い信用金庫

が、低金利競争による貸出金の量的拡大に

よって収益力の維持、反転を図ることは容易

ではないだろう。

　これらの条件を踏まえると、信用金庫が本

業での収益力を上向かせ、持続可能なビジネ

スモデルをつくっていくためには、事業性評

価を前提に取引先企業の課題解決への支援を

さらに深化させるほか、個人に対する目的

ローンやカードローンなどの推進によって、

利鞘の厚い貸出資産を確保していくことが有

力な選択肢となると考えられる。

〈 参考文献 〉

・�井上有弘『金融調査情報No.26-2「長期的視点でみた信用金庫の決算状況」』（2014年10月）

・�日本銀行�金融機構局『2015年度の銀行・信用金庫決算』（2016年7月）
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（キーワード）  IoT、プラットフォーム、つながる工場、中小企業

（視　点）
　「IoT」（モノのインターネット）という言葉は、2014年後半から注目を浴びつつあり、最近
では各種イベントや報道などで見ないときがないほどである。2016年6月2日に公表された「日
本再興戦略2016	−第4次産業革命に向けて−」では、『今後の生産性革命を主導する最大の鍵
は、IoT（Internet	of	Things）、ビッグデータ、人工知能、ロボット・センサーの技術的ブレー
クスルーを活用する「第4次産業革命」である。』と強調され、「IoT」は「戦後最大の名目
GDP600兆円」の実現を目指していくうえでのキーワードとなっている。
　本稿では、「信金中金月報」（2016.8）『到来するIoT社会と中小企業①−「日本再興戦略2016」
の実効性の鍵を握る「IoT」−』に引き続き、「IoT」を活用して生産者や製造現場（工場等）あ
るいは一般生活者の利便の向上に挑戦している中小企業等の先進的な事例を紹介する。

（要　旨）
⃝	「IoT」は、「日本再興戦略2016」でも重要なキーワードとして取り上げられ、経済産業省
が公表する「2015年版ものづくり白書」では、データ活用を積極的に行う企業に好業績企
業が多い傾向がみられることが示されている。「IoT」は、企業の取り組むビジネスに一定
のインパクトを与えるものといえる。

⃝	2014年3月、米国のAT＆T、Cisco	Systems（シスコシステムズ）、GE（ゼネラルエレクト
リック）、IBM、Intel（インテル）を中心に発足したIIC（Industrial	Internet	Consortium）
では、センサー技術やネットワークの構築、データ共有などの世界的な標準づくりで協力
しながら、IoTの普及推進を図っている。わが国からも、IICには主要な大手メーカーが参
加しているが、今後のわが国のIoTビジネスの成否を決めかねないIoTに関連する標準づく
りには、わが国企業は、規模の大小問わず、グローバルな視野かつ協業して積極的にかか
わっていくことが求められよう。

⃝	IoTは、新たな収益機会の拡大につながり、現在のマーケット環境を一変させる可能性を秘
めている。IT活用で遅れていると指摘される中小企業においても、経営課題の解決手段の
一つとしてIoT活用のニーズは存在し、中小企業の生産性向上に向けて、IoTは、今後ます
ます脚光を浴びていくだろう。

調 査

到来するIoT社会と中小企業 ②
−中小企業経営にとって鍵を握る「IoT」活用−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

藁品　和寿
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はじめに

　「信金中金月報」（2016.8）『到来するIoT社

会と中小企業①−「日本再興戦略2016」の実

効性の鍵を握る「IoT」−』では、「IoT」（モノ

のインターネット）を定義したうえで、

「IoT」を巡る動向などを概観し、「IoT」を実践

している天野運送（株）（東京都品川区）ならび

に「IoT」をコンサルティング提案するリンク

ウィズ（株）（静岡県浜松市）と（株）IGPIビジ

ネスアナリティクス＆インテリジェンス（東京

都千代田区）の事例を紹介した。

　本稿では、「IoT」を活用して生産者や製

造現場（工場等）あるいは一般生活者の利便

の向上に挑戦している中小企業等の先進的な

事例を紹介する。

1 ．中小企業経営への「 IoT」活用の期待

　「IoT」（モノのインターネット）という言

葉は、2014年後半から注目を浴びつつあり

（図表1）、例えば日経BP社が2014年10月に

「IoT	Japan	2014」（注1）を開催するなど、最近

では各種イベントや報道などで見ないときが

ないほどである。

　この注目される「IoT」では、センサー等

によりモノやヒトの状態をクラウドに送信す

ることで、クラウド上にデータが集約（ビッ

グデータ）できる。このビッグデータを、

AI（人工知能）等を活用して解析し、その

結果をモノやヒトに還元することで、新たな

利便を生んだり、ビジネスモデルを変革する

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表1　IoTを巡るキーワードのトレンド

図表2　「IoT」とは

（注）1	．http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/2014/iot/参照
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ことができるようになる（図表2）。それゆえ

に、2016年6月2日に公表された『日本再興戦

略2016	−第4次産業革命に向けて−（以下、

「成長戦略」という。）』でも、『今後の生産性

革命を主導する最大の鍵は、IoT（Internet of 
44 4 444444 44 44

Things）
4 444 4 4

、ビッグデータ、人工知能、ロボッ

ト・センサーの技術的ブレークスルーを活用

する「第4次産業革命」である。』と強調され、

「IoT」は「戦後最大の名目GDP600兆円」の

実現を目指していくうえでのキーワードと

なっているのだろう。また、米大手調査会社

ガートナー社は、「クラウド・コンピュー

ティング」、「モバイル」、「ソーシャルメディ

ア（注2）」、「インフォメーション（注3）」の4つの

テクノロジーに「IoT」を加えた「4＋1の力」

を提唱したうえで、これが新しい社会変革を

起こしていくだろうとしている（図表3）。

　しかし、大手企業のCIO（最高情報責任者）

を主な対象とした野村総合研究所の調べ（注4）

によると（図表4）、わが国の大手企業であっ

ても必ずしも「IoT」への取組みは十分とはい

（備考	）大元隆志著『ビッグデータ・アナリティクス時代
の日本企業の挑戦』27頁をもとに信金中央金庫	地域・
中小企業研究所作成

図表3 　米調査会社ガートナー社の提唱する
「融合する世界」

（注）2	．SNS（フェイスブック）など。
　　3	．データを分析した結果のこと。
　　4	．http://www.nri.com/Home/jp/news/2016/160316_1.aspx参照

（備考	）野村総合研究所（2016年3月16日）『「ユーザー企業のIT活用実態調査（2015年）」を実施』をもとに信金中央金庫	地
域・中小企業研究所作成

図表4　わが国企業における主な新技術への導入状況

100
（%）

500

ウェアラブル・デバイス
ウェアラブル・コンピュータ

人工知能・機械学習

IoT

非構造化データベース

データマイニング

導入
済み

導入
検討中

今後
検討したい

導入・検討
予定なし

45.5

63.5

51.5

61.6

57.5

12.7

6.4

13.3

10.1

8.4

31.810.1

4.3 25.8

4.1 31.1

2.8 25.5

1.5 32.6
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えないのが実状のようである。また、ビッグ

データ解析の基礎となるデータマイニング（注5）

の活用や人工知能・機械学習の活用もあまり

進んでいない。すなわち、わが国での「IoT」

の一般的な実状は、ビッグデータを収集して

いる段階にあるといえよう。

　経済産業省が公表する「2015年版	ものづ

くり白書」（注6）では、データ活用を積極的に

行う企業に好業績企業が多い傾向がみられ

（図表5）、データの利活用は、企業収益に一

定のインパクトをもたらすがゆえに、ビジネ

スにおいて特に重視される理由となっている

ことが示されている。

　以下では、「IoT」を活用して“つながる工

場”に取り組む伊豆技研工業（株）、「IoT」の

活用を生産現場に普及させようと取り組むシ

ナノリンク（株）、「IoT」の利用シーンを一

般生活者にまで広げようと挑戦するさくらイ

ンターネット（株）の事例を紹介する。

2．「IoT」企業の挑戦

（1）伊豆技研工業（株）（静岡県三島市）

イ．会社の概要

　同社は、産業機器関連や医療機器関連の基

板実装（注7）およびユニット組立を事業の軸と

する製造業企業である（図表6）。

　取材に応じていただいた河岸取締役は、小

川社長から、40年近くにわたり変わらない企

業経営のあり方を変革することを任された。

40年近く馴染んだ社風を変革することは並大

抵ではできない。そこで、河岸取締役は、役

員を含む社員の意識改革にあたっては“地道

にゆっくり”と進めることを心がけた。

　まず、河岸取締役が取り組んだことは、制服

の見直しである。従来の制服は、工場内の機械

と同色の“ねずみ色”であった。これを、派手で

目立つ“赤色”とした。これにより、社員一人ひ

とりに対して、明るい印象をもたせるとともに、

機械と同色化せずに目立つことで“Iʼm	here（私

はここにいる）”という意識を抱かせ責任感を

強めてほしいという願いを込めている。以下ロ

で紹介するIoTの取組みでも、社員の間にある

“IT化⇒仕事がなくなる⇒雇用が失われる”とい

う印象を払拭するために、河岸取締役は、配慮

を欠かさず地道に取り組んでいる。
（備考	）「2015年版ものづくり白書」をもとに信金中央金庫	

地域・中小企業研究所作成

図表5　企業におけるデータ解析の活用率

（注）5	．情報システムに蓄積したビッグデータを解析し、これまでわからなかった規則性や傾向など、なんらかの有用な知見を得
ること。

　　6	．http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2015/honbun_html/010103.html参照
　　7	．何らかの機能を実現するために電子部品をプリント基板に具体的に装備すること。　　　
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ロ．事業の概要

　同社では、基板実装、組立てにおいて30

以上に及ぶ多品種少ロットの部品の購入や管

理を電話やファックス、メールなどで行って

おり、リアルタイムでの効率的なやりとりを

実現できていなかった。また、生産管理シス

テムを導入したものの、自社用にカスタマイ

ズすればするほど費用がかさむなど、その運

用や費用負担に課題を抱えていた。

　こうしたなか、2015年6月、（一社）インダ

ストリアル・バリューチェーン・イニシアティ

ブ（以下「IVI」という。図表7）の立ち上げ

時期に、IVIによる「つながる町工場プロジェ

クト」の中心的な中小企業である（株）今野

製作所（東京都足立区）からの誘いを受け、

IVIの活動に参加するに至った。

　河岸取締役は、約3年間かけて社員の意識

改革を“地道にゆっくり”と進めてきた成果の

もと、2016年4月から、社内にIT改善チーム

を組成し、IT改善活動に本格的に取り組み始

めた。IVI理事長で法政大学デザイン工学部シ

ステムデザイン学科の西岡靖之教授（図表8）

が開発した「コンテキサー（注8）（Contexer）」

を活用して、工場内外とのデータ連携を図ろ

うとしている。また、IT改善チームでは、IoT

システムの構築にあたり、IVIを通じて紹介を

受けた特定非営利活動法人ITコーディネータ

協会（注9）から協力を受けるとともに、同協会

から派遣されたITコーディネータからアドバ

イスを受けている。

　工場内（社内）であれば、部品在庫数を確

認してから不足数を自動的に計算して発注し

たり、効率の良い生産計画の下での生産で生

（注）8	．http://www.imdl.jp/Contexer/contexer.html参照。法政大学デザイン工学部システムデザイン学科、情報マネジメントデザ
イン研究室の西岡靖之教授によって開発された情報連携ツールである。

　　9	．http://www.itc.or.jp/を参照

図表6　伊豆技研工業株式会社の概要

同社の概要

法 人 名
代 表
本部所在地
設 立
従 業 員 数
事 業 内 容

伊豆技研工業株式会社
小川　貴惟
静岡県三島市中
1976年10月
65名
産業用機器ユニット、医療機器、電子
産業機器、IT機器等の設計・製造

（備考	）1．写真（右）は取材に応じていただいた河岸	文子
取締役

	 2．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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産性の向上を図ることができる。工場外（社

外）では、部品の購入先であるサプライヤー

とデータをつなぐことができれば、購買担当

者が1つずつ部品の納期を電話やメールで問

合せていることを、同一のデータで納期管理

を行うことが可能になる。この実現により、

取引先同士で、共通する製造部品の納期につ

いてリアルタイムかつ“同じ土俵”で円滑な話

合いをすることができるという期待を持って

いる。そのほか、同社は、取引先とデータを

つないだうえで発注した製品の製造進捗を伝

え合う「町工場の生産工程お知らせサービ

ス」の導入を検討している。この検討では、

同社が2016年度のIVIのWG（ワーキンググ

ループ）として立ち上げ、IVIのメンバーと

討論、実証実験の後、導入する予定にしてい

る。なお、工場外（社外）とデータでつなぐ

という点では、社内データを“（社外に）オー

プンにするもの”と“クローズドにするもの”

とに仕分けするのと同時に、まずは主要な取

引先商社との間でのデータ連携を試行してい

る。将来的には、取引先20数社すべてに広

げていきたいが、現時点では、一部の取引先

でIT化が遅れているなど課題を抱えている。

　同社では、同じような経営課題に直面して

いる中小企業は多いのではないかという認識

の下、“IVIの実験場”として同社を活用しても

らうとともに、同社の成果を中小企業同士で

情報共有できればと考えている。

ハ．今後の展望

　同社としては、IVIでの活動を通じて、本

業である製造業にサービス業の“色”を付けて

（備考）各種取材ををもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

図表7　IVIの位置づけ

図表8 　IVI理事長・法政大学デザイン工学部
教授 西岡靖之氏



38	 信金中金月報　2016.10

いきたいと考えている。すなわち、「高品

質」なものづくりをすることは製造業として

当たり前であることから、IoTの活用を通じ

て「高品質＋α」の付加価値を生み出して
いきたい。「町工場の生産管理お知らせサー

ビス（仮称）」のチャレンジは、その一環で

ある。また、匠な技術の伝承も、技術をデー

タ化、分析をして、作業手順書の作成を検討

している。ロボットの導入も視野に入れて、

まずは、人間が携わっている単純作業部分を

自動化しながら、費用対効果を考慮してス

マート工場にしていきたいと考えている。

　また、IVIでは、2016年8月から、静岡県を

皮切りに（注10）、地方セミナーを順次実施して

おり、同社としてもIVIの広報の一翼を担いな

がら、“どのようにIoTを利用したら、様々な

課題を解決できるかわからない”という中小企

業をIVIに巻き込んで一緒に勉強していきた

いという強い想いを持っている。

　さらに、中小企業でもできるAIを利用し

た生産管理の自動化などのイノベーションに

も取り組んでいきたいと意気込んでおり、今

後、同社は地方圏でのIoT活用の先駆者と

なっていくことが期待される。

（2）シナノリンク（株）（東京都新宿区）

イ．会社の概要

　同社は、ハードウェア製品およびクラウド

技術の両面からIoTクラウドサービスを提供す

るIT企業であり、「IoTビジネスを加速する

インフラ提供企業として、中堅・中小企業が

新しいテクノロジーの恩恵を享受できるよう

に、IoT技術の汎用化・標準化に貢献するこ

と」を理念に掲げている（図表9）。取材に応

じていただいた同社の武田開智代表取締役

（以下、「武田社長」という。）とエンジニア1

名の2名が個人出資をし、2016年6月29日に

同社を設立し事業を開始させた。

　武田社長は、従前、下請を主力とする電子

デバイスのメーカーで取締役をしていたが、

大手メーカーが生産拠点を海外へ移転してい

く時流のなか、親会社・子会社間、元請・下

請間の関係維持が困難となりつつあった。こ

の背景の下、製造のみに依存しない収益構造

（注）10	．2016年8月5日（金）に、レイアップ御幸町ビル（静岡市葵区）にて、「静岡県IoT活用研究会」を実施し、IVIの西岡理事
長が特別講演会を行っている。

図表9　シナノリンク株式会社の概要

同社の概要

法 人 名
代 表
本部所在地
設 立
従 業 員 数
事 業 内 容

シナノリンク株式会社
武田　開智
東京都新宿区新宿
2016年6月29日
4名
IoT/M2Mクラウドサービス事業、IoT/
M2Mコンサルティング事業

（備考	）1．写真は取材に応じていただいた武田	開智代表取
締役社長

	 2．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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への転換を図るべく、サービス分野での新規

事業の立ち上げを目指し、IoT事業に取り組み

始めた。こうしたなか、2009年に、アミュー

ズメント施設向けにゲーム機の稼働状況を無

線センサーで把握できるシステムの開発をス

タートさせたことをきっかけに、IoTの本格

的な事業化を加速させることになった。

　開発をスタートさせた当初、社内に無線セ

ンサー技術はあるもののインターネット技術

は不足していたため、インターネットを利用した

機器の遠隔操作機能の開発に手間取るなど、多

くの失敗を重ねながら試行錯誤を繰り返した。

こうした努力の積み重ねの結果、2015年に入

り、案件毎に取引先の要望に応じてゼロからIoT

システムを構築していた開発・生産体制から脱

却し、今まで開発・蓄積してきたIoT技術を汎

用サービス化した「M2MSTREAM」（図表10）

の構築に至ることができた。このビジネスモ

デルの転換により、ハードウェア製品の量産

製造を外注化することで自社工場の保有が不

要となり、武田社長はIoTクラウドサービス

専業の同社を設立し独立するに至った。

ロ．事業の概要

　IoTとは、センサーデータの収集のみなら

ず、インターネットを利用して各種デバイス

（機器、機械等）の遠隔操作を容易化する技

術である。以前から「専用線」「IP-VPN（注11）」

「広域イーサネット（注12）」「インターネット

VPN（注13）」を使い、操作対象場所にサー

バーなどを設置すればIoTと同等なことは実

現可能ではあったが、高額な費用がかかり、

中堅・中小企業が手を出せるものではなかっ

た。現在、インターネット技術が成熟し、無

（注）11	．共用のアクセス回線を使用し、地理的に離れた通信相手同士を接続して一体運用する閉域ネットワークサービスのこと。
　　12	．地理的に離れた通信相手（LAN）同士をイーサネットインターフェース（LANで接続された多数のコンピュータが効率

よく通信回線を利用できるように考えられた通信方法の一つ）で接続する技術のこと。
　　13	．インターネット上に暗号化された専用の通信経路を形成し、仮想的な閉域ネットワークを構築すること。

（備考）同社提供

図表10　同社のIoTプラットフォーム「M2MSTREAM」のシステム構成

クライアント M2MSTREAMシステム

パソコン

スマホ
タブレット

AP
 サーバー デバイスルータークラウド

 サーバー
デバイス

 コントローラー

設置場所

M2MSTREAM×loT  クラウドサービス

インターネット

有線
３G／LTE

無線
（WiFi）

RS232C
EIA485等

センサー
通信機器
カメラ等

HTTPS
暗号化（SSL）

M2MSTREMプロトコル
暗号化（AES）
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線ネットワークの普及と通信費の低価格化が

進んだことと相まって、IoTは、低コストで

最新テクノロジーの利用を可能とする点で、

中堅・中小企業にとっても大きなビジネス

チャンスを生み出している。

　しかし、IoTシステムを開発するには、

ハードウェア、ソフトウェア、インターネッ

トすべての知見が必要であるが、わが国で

は、ハードウェアとソフトウェアをトータル

に理解しシステム化できる技術者は極めて少

なく、IoTシステムを内製化できる企業が限

られているのが実情である。	

　そこで、同社は、国内では珍しく、「ハード

ウェアとクラウドサービスを一気通貫で提供

する」ことをコンセプトに、IoT技術を汎用

サービス化した「M2MSTREAM」を、ユー

ザー企業だけでなく、ソフトウェアベン

ダー、メーカー、通信事業者といったパート

ナー企業に対して提供することでIoTビジネ

スの普及に努めている。

　「M2MSTREAM」は、センサーデータの収

集機能のみならず、デバイスの遠隔操作機能

が標準実装されたIoTインフラであり、各種

デバイスやセンサーと接続する「デバイスコ

ントローラー」（図表11）、データの配送を

制御する「クラウドサーバー」、システム別

のアプリケーションを構築する「APサー

バー（注14）」で構成されるクラウドサービスで

ある。本サービスを利用することで、IoT技

術を保有していない企業でも、多大なコスト

を負担せずにIoTビジネスに参入することが

可能となる。

　なお、サービス利用料に関しては、中堅・

中小企業ユーザーへのニーズ調査を踏まえた

上、IoTを一般社会に広く普及させたい強い

想いから、割安な価格を設定している。その

ため、“専用線を使わずに低コストでIoT化

を図りたい”ユーザーにとってはとりわけ手

ごろ感がある。

ハ．今後の展望

　IoTの本質は、①小さな変化を見つけ、②

その変化（データ）から意味をくみ取り、③迅

速な対応をする、という点にあり、同社は、

IoTと親和性の高い分野として「保守・メン

テナンス事業」に着目している。保守・メン

テナンスの現場では、保守要員の人材不足に

悩まされているケースが散見されており、

「保守要員の現場派遣を最適化したい」「遠隔

地のデバイスを手軽に操作したい」「保守要

図表11 　同社が開発した「デバイスコント
ローラー」

（注）14	．APサーバー（アプリケーションサーバー）は、業務用のシステムのうち、アプリケーション層のプログラムを実行する
役割を担うサーバーのこと。わかりやすい代表例として、オンラインショップや電子商取引などで用いられている。

（備考）同社提供
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員の人件費や交通費を抑えたい」「故障によ

るクレームを削減するため予防保全したい」

などさまざまなニーズがある。昨今、設備を

遠隔から監視・解析・診断することによって

異常兆候を早期に発見し原因を推定すること

で、故障を未然に防ぎ、高効率な連続安全稼

働を実現するために、IoTが活用され始めて

いる。保守・メンテナンスの最適化は運用コ

ストを低下させ、結果として、顧客ユーザー

からの信頼につながる。

　現在、同社の案件として、医療用機器や回

転機械（ポンプ、モーター等）の領域におい

て、ハードウェアの売り切りから脱却し、機

器・機械の稼働保証を付加価値として保全サー

ビス利用料を継続的に得るなど、IoTの活用に

よりビジネスの領域を拡張する取り組みが進

んでいる。ユーザー企業は、「M2MSTREAM」

を活用することで、限られた経営資源をIoTイ

ンフラの構築やメンテナンスに割かれることな

く、独自のアプリケーションやサービスの設

計・開発・運用に集中することが可能となる。

　さらに、同社は、今後、人工知能（AI）を

活用したアプリケーション開発向けの環境を

「APサーバー」上で提供することにより、ユー

ザー企業がより高度なサービスを実現できる

ように機能の充実を図っていく予定である。

　また、同社は、現在、技術系コンサルティ

ング会社との提携を計画しており、IoTに関

心はあるが「IoT技術を自社ビジネスにどの

ように活用したら良いか分からない」といっ

た理由からIoTをビジネスに取り込めていな

い企業に対して、新事業開発を目的とした環

境整備支援および事業成長支援を内容とする

コンサルティングサービスを提供することを

予定している。

（3 ）さくらインターネット（株）（大阪府大阪

市中央区）

イ．会社の概要

　同社は、大阪、東京、北海道の3都市で、

5つのインターネットデータセンター事業を

運営するIT企業である（図表12）。

　1996年12月に、現・代表取締役社長の田中

邦裕氏が、舞鶴工業高等専門学校（高専）在

学中に学内ベンチャーとして創業した。1999

年8月に株式会社化し、同年10月、第1号の

データセンターを大阪（大阪市中央区）に開

設した。2011年11月には、北海道石狩市に国

内最大級の大規模データセンターを開設して

いる。また、2005年10月には東京証券取引所

（東証）のマザーズに上場後、2015年11月に

は市場変更して東証一部に上場している。

　今回取材に応じていただいた小笠原治フェ

ローは、同社の共同創設者でフェローであり、

（株）ABBALab（注15）の代表取締役を兼ねてい

る。経済産業省の新ものづくり研究会（注16）の

（注）15	．http://abbalab.com/ABBALabを参照。同社は2種類の支援プログラム「ABBALab	Farm	Program」では、「Scholarship」
と「Fellow」を提供している。前者では、IoTハードウェアの試作開発と適量生産を目指すチームを対象とした支援プログ
ラムで、プロトタイピングや適量生産に必要な資金やノウハウ、設備などでの支援を行う。後者では、高度なスキルを持っ
たエンジニア、リサーチャーを対象とした支援プログラムで、先端テクノロジーの調査研究やスキルや知識のシェアを行う
ための資金や設備を提供する。

　　16	．2013年10月から、東京大学大学院経済学研究科	新宅純二郎教授を座長として開催され、2014年2月に、報告書が公表さ
れている（http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/new_mono/report01.html）
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委員も務めた経験をもち、製造業を中心と

したスタートアップ支援事業を軸に活動し

ている。総額5億円を超える製造設備を整え

た「DMM.make	AKIBA」（東京都千代田区）

（図表13）をはじめ、ものづくりを支援する

サービスの総合プロデューサーとしても活躍

した。

ロ．事業の概要

　同社では、センサーなどの技術進歩にとも

なう「ビッグデータ」の活用の機会が拡大す

るなかで、通信環境とデータの保存や処理シ

ステムを一体型で構築する「さくらのIoT	

Platform」を開発中である。現在、パート

ナー企業を募集し、「さくらのIoT	Platform	

α（注17）」を無料貸与で提供している。この
プラットフォームでは、“アイデアを思いつ

くヒト”と“アイデアを実行できるヒト”とを

つないで、人間の生活に新しい行動様式を生

み出す動きを創りだすことを目指している。

（注）17	．利用する通信網は、ソフトバンク（株）と（株）ソラコムの2社を利用する用途に応じて選択できる。

図表12　さくらインターネット株式会社の概要

同社の概要

法 人 名
代 表
本部所在地
設 立
従 業 員 数
事 業 内 容

さくらインターネット株式会社
田中　邦裕
大阪市中央区南本町
1999年8月
339名（2016年3月末）
インターネット関連サービス、コン
ピュータソフトウェア企画・開発・販売
など

（備考	）1．写真は取材に応じていただいた小笠原	治フェ
ロー

	 2．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表13　DMM.make AKIBAの風景

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影
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具体的には、例えばスタートアップ企業など

が、同社の「さくらのIoT	Platform」にデー

タ（注18）を提供する。このとき、同社の「さく

らのIoT	Platform」は、データセンターの役

割を果たし、閉域網のなかでビッグデータを

蓄積する。このビッグデータをインターネッ

トとAPI（注19）（アプリケーション・プログラミ

ング・インターフェース）でつなぎ、IBM	

WatsonなどAI（人工知能）技術で解析をし

た結果を、ロボティクスなどを通じて大企業

をはじめとするデータ利用者にサービス提供

するといった仕組みである（図表14）。

　「さくらのIoT	Platform	α」での実績を踏
まえ、2016年秋頃からは、「さくらのIoT	

Platform	β」としてさくらのIoT通信モジュー

ルの販売を開始し、データのやりとりや保存

に対しては、現在無償であるものを有償（課

金方式）にする予定である。さらに、2016年

度中には、「さくらのIoT	Platform」を正式

なサービスとして提供開始を予定している。

これが実現すれば、まさに、同社が「さくら

のIoT	Platform」にビッグデータを収集、蓄

積して情報還元をする「情報銀行」の役割を

果たすスキームが構築できる。さらに将来的

には、利用者層の幅をさらに広げて、一般生

活者向けに幅広くサービス提供することを予

定している（図表15）。

（注）18	．個人情報保護法等に配慮して特定できない情報
　　19	．インターネットを通じたソフトウェア同士のデータ連携を可能にする技術標準のこと。

（備考）同社プレスリリースより引用

図表14　「さくらのIoT Platform」の全体像
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ハ．今後の展望

　同社は現在、経済産業省IoT推進ラボ（注20）に

参画するなど、積極的にIoT活用の推進の

一翼を担っている。また、2016年5月、一般

生活者向けにIoTを推進する目的で、（株）

アパマンショップホールディングス（東京都

中央区）のグループ会社である（株）システ

ムソフト（東京都千代田区）との共同出資

で、（株）S2i（エス・ツー・アイ）（東京都千

代田区）を設立した。この事業では、住居を

中心とした安全、安心、利便性、健康管理、

エネルギー効率、エンターテイメント性の向

上による新たな生活価値の提供を目指す

「Home	IoT」に特化した企画、開発に取り組

んでいく。

　さらに、2016年4月、フォグコンピューティング（注21）

を推進する「OpenFog	Consortium」にアジア地

域で初めて運営に影響をもつメンバー（注22）と

して加入した。フォグコンピューティングは、

クラウドの処理能力の低下などの課題を解決

するもので、同社としては、フォグコン

ピューティングの推進に取り組むことで、さ

まざまなデバイス（注23）から生じるデータを有

効活用し、一般生活者に多種多様な付加価値

を提供することに努めていきたいとしている。

おわりに　
－中小企業経営にとって鍵を握る「IoT」活用－

　2014年3月、米国のAT＆T、Cisco	Systems

（シスコシステムズ）、GE（ゼネラルエレクト

リック）、IBM、Intel（インテル）を中心に発

足したIIC（Industrial	Internet	Consortium）

では、センサー技術やネットワークの構築、

データ共有などの世界的な標準づくりで協力

しながら、IoTの普及推進を図っている。そ

の後、独SAP、仏Schneider	Electric（シュナ

イダーエレクトリック）を加え、7社を中心

とする体制に発展した。わが国からは、NEC

（日本電気）、日立製作所、富士通、東芝、オ

リンパスなど主要な大手メーカーが参加して

いる。また、わが国では、日本IBM社が、16

年7月に、「ワトソン・IoT・プラットフォー

ム・パートナーエコシステム（注24）」を17社と

の協業で組織し、まずは自動車とエレクトロ

（注）20	．IoT・ビッグデータによる産業活性化を目的として革新的なデータ分析事例・アイデアを広く公募するコンテスト
（https://lp.deepanalytics.jp/iot/1st/#/hightlights）。

　　21	．クラウドとデバイスの間に「フォグ（霧）」と呼ぶ分散処理環境を置くことで、ビッグデータを事前にさばき、クラウド
への一極集中を防ぐ。クラウドコンピューティングが「クラウド」と「デバイス」の2層なのに対して、フォグコンピュー
ティングは、「クラウド」、「フォグ」、「デバイス」の3層構造になっている。

　　22	．正式には、Contributing	Memberという名称である。
　　23	．モニター、キーボード、マウス、ハードディスク（HDD）、DVDドライブ、フロッピーディスク、ドライブ、LANポー

ト、モデム、プリンタなど、回路・システムを構成するさまざまな機器、装置、パーツのこと。
　　24	．http://www.ibm.com/internet-of-things/jp-ja/ecosystem/become-a-partner/を参照

図表15　「さくらのIoT Platform」の位置づけ

（備考	）取材をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所
作成
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ニクス業界に力を入れながら産業界全体への

波及効果を狙って「ワトソン・IoT・プラッ

トフォーム」というサービス提供の基盤づく

りに取り組み始める動きがあり、本稿の事例

で紹介したシナノリンク（株）やさくらイン

ターネット（株）でも、製造業全体あるいは一

般生活者にまで視野を広げて標準化できる

IoTプラットフォームの構築に挑戦している。

今後のわが国のIoTビジネスの成否を決めか

ねないIoTに関連する標準づくりには、わが

国企業は、規模の大小問わず、グローバルな

視野を持ち、かつ協業して積極的にかかわっ

ていくことが求められよう。

　IoTは、新たな収益機会の拡大につながり、

現在のマーケット環境を一変させる可能性を

秘めている。しかし、中小企業では、IoTへ

の取組みの前提となるIT活用が進んでおら

ず、2016年版中小企業白書においても、「売

上拡大につながる電子商取引等の導入は遅れ

ている。」ことが指摘されている。また、本

白書は、「ITを活用している企業は活用して

いない企業に比べて、売上高及び売上高経常

利益率の水準が高い。」ことも同時に指摘し

ており（注25）、中小企業においても、業績の観

点から、IT活用の重要性は高まっていると

いえる。伊豆技研工業（株）の事例に示した

とおり、経営課題を解決する手段の一つとし

てIoT活用のニーズは存在し、IoTを活用し

て工場を高度化するプラットフォームづくり

に取り組むIVIの動向は今後注目される。さ

らに、米グーグル社は、広島県や愛媛県と地

方創生に向けた取組みのなかで、中小企業を

対象にデジタル人材の育成などデジタル化支

援に取り組むことを公表しており、中小企業

の生産性向上に向けて、IoTは、今後ますま

す脚光を浴びていくだろう。

（注）25	．中小企業白書第2部第2章第2節1（116-118頁）を参照
　　　（http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/	04Hakusyo_part2_chap2_web.pdf）

〈 参考文献〉

・大元隆志（2013年）『ビッグデータ・アナリティクス時代の日本企業の挑戦』翔泳社

・経済産業省（2015年）『2015年版ものづくり白書』

・野村総合研究所（2016年3月16日）『ユーザー企業のIT活用実態調査（2015年）』
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（キーワード）  中小企業白書、小規模企業白書、稼ぐ力、継続と挑戦、事業性評価、生産性向上、相談相手

（視　点）
　中小企業庁では、中小企業基本法第11条の規定に基づき、1963年以降、中小企業の動向およ
び中小企業に関して講じた施策や講じようとする施策を明らかにするため、中小企業白書を国
会に提出している。また、小規模企業振興基本法第12条の規定に基づき、小規模企業の動向お
よび小規模企業に関して講じた施策や講じようとする施策を明らかにするため、2015年以降は、
小規模企業白書も国会に提出している。信金中央金庫	地域・中小企業研究所では、2004年度か
ら中小企業白書の利活用促進を目的に、信用金庫役職員や信用金庫取引先の中小企業・小規模
事業者を主たる対象読者として、その概要や読みどころをまとめている。
　2016年4月の閣議決定後、中小企業庁ホームページに、中小企業白書と小規模企業白書が公表
された。中小企業白書、小規模企業白書とも、中小企業・小規模事業者の支援に携わる関係者
にとって、ぜひ押さえておきたい重要な資料の一つである。
　本稿では、2016年版中小企業白書の編さんにあたった中小企業庁	調査室の伊奈室長ならびに
小規模企業白書の編さんにあたった小規模企業振興課の苗村課長からのヒアリング内容も盛り
込みつつ、中小企業白書および小規模企業白書のポイントを概説する。
（要　旨）
⃝	伊奈室長からは、今回の中小企業白書のメッセージとして、「未来志向」を強く盛り込み将
来展望に明るい印象を持たせたとのコメントが得られた。また、信用金庫に対しては、“身
近な相談相手”として「事業性評価」への対応を期待したいとのことであった。

⃝	苗村課長からは、今回の小規模企業白書のメッセージとして、「地道な努力」、「ちょっとし
た挑戦」が重要であるとのコメントが得られた。また、信用金庫に対しては、小規模事業
者と一緒に走りながら、変われるきっかけを与える役割を期待したいとのことであった。

⃝	中小企業白書は、2部構成となっている。第1部の「2015年度の中小企業の動向」では、中
小企業・小規模事業者の最近の動向や労働生産性の推移についてまとめている。第2部の
「中小企業の稼ぐ力」では、ITの利活用、海外需要の取り込み、リスクマネジメント、金
融、経営力などに着目し、中小企業の稼ぐ力（収益力）の決定要因についてまとめている。

⃝	小規模企業白書は、3部構成となっている。第1部では、小規模事業者の動向や事業活動の
実態、地域の中の小規模事業者の意義等をみており、第2部では、業績傾向の良い小規模事
業者や、小規模事業者の多様な側面の一つとしてフリーランスの実態などに焦点をあてて
いる。第3部では、小規模事業者の取組み事例を取り上げている。

信用金庫の視点でひも解く
2016年版中小企業白書・小規模企業白書

−中小企業の“身近な相談相手”として必読の書−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

藁品　和寿
信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

品田　雄志

調 査
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はじめに

　2016年版中小企業白書および小規模企業白

書は、16年4月22日に閣議決定され、中小企

業庁のホームページ上で公開された（注1）。

　信金中央金庫	地域・中小企業研究所では、

04年度以降、年度ごとに信用金庫の視点か

ら中小企業白書のポイントを取りまとめると

ともに、昨年度から新しく発刊された小規模

企業白書についても情報発信を行ってきた。

本年度は、中小企業白書の編さんにあたった

中小企業庁調査室長と、小規模企業白書の編

さんにあたった小規模企業振興課長にインタ

ビューを実施し、各白書の論点を整理した。

　2016年版中小企業白書の副題は「未来を

拓く　稼ぐ力」、小規模企業白書の副題は

「継続と挑戦！」である。副題で示された問

題意識のとおり、中小企業白書では、環境変

化を踏まえ、中小企業の収益力向上の必要性

とその方策について詳細に触れられている。

また、小規模企業白書では、前向きに継続し

て経営課題に取り組んでいく姿勢の必要性が

強調されている（図表1）。

　なお、1963年以降発刊の中小企業白書の

副題には、その年の中小企業白書の調査分析

の視点が色濃く反映される。そこで、図表2

では、90年以降の中小企業白書副題の変遷

（15年からは小規模企業白書副題も）と、本

中金が実施する「全国中小企業景気動向調

査」の主要指標である業況判断D.I.	（全業種）

を比較対照できる形で示した。

（注）1	．中小企業庁ホームページ（http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html）より全文をダウンロード可能である。

図表1　2016年版中小企業白書と小規模企業白書（市販本）の表紙デザイン
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図表2　中小企業白書・小規模企業白書の副題と信用金庫取引先中小企業の業況判断D.I.の	
　　推移
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（備考）1	．日本銀行『全国企業短期経済観測調査』、中小企業庁『中小企業白書（各年版）』、信金中央金庫『全国中小企業
景気動向調査』をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
2	．シャドーは内閣府による景気後退期を示している。
3	．2015年からは小規模企業白書副題も掲載している。
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1	．中小企業白書・小規模企業白書の
編さん者へのインタビュー

　まず、2016年版中小企業白書と小規模企

業白書の編さんにあたった中小企業庁	事業

環境部	企画課	調査室の伊奈友子室長（図表

3、4）ならびに小規模企業振興課の苗村

公
きみひで

嗣課長へのインタビューの内容（図表5、

6）を掲載する。

（1	）2016年版中小企業白書

①2016年版中小企業白書の読みどころ

　2016年版中小企業白書の表紙は、「大きな

力」をコンセプトとして、デザイナーの高橋正

実氏（注2）のデザインによるものである（図表1）。

　中小企業白書の「未来を拓く　稼ぐ力」

という副題どおり、その内容は、「稼ぐ力」

で一貫性をもたせた。また、表紙のイラスト

のイメージどおり、中小企業白書では、中小

企業に対して、“将来を展望した成長投資が

重要”という指摘をしつつも、期待のメッ

セージを伝えることで、中小企業のマインド

チェンジを図りたいという強い想いを込めて

いる。また、内容の全体構成を“未来志向”と

することで、中小企業に対して将来展望に

明るいメッセージを伝えることに配慮した。

　中小企業白書の内容では、中小企業が

「稼ぐ力」を向上するうえでの重要な取組

みとして、①人口減少を見据えた、IT活

用による生産性向上、②内需縮小を見据え

た、海外展開による外需の獲得、③リスク

に備え、将来コストを低減するリスクマネ

ジメントの3つを取り上げた。なお、敢え

て「リスクマネジメント」を取り上げた理

由として、中小企業経営には“攻め”もあれ

ば“守り”も必要であるという考えから、将

来発生するリスクに備えることは結果的に

（備考）信金中央金庫	地域･中小企業研究所撮影

図表3　中小企業庁	伊奈調査室長

（備考）信金中央金庫	地域･中小企業研究所撮影

図表4　取材風景

（注）2．http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/00Hakusyo_hyousi_web.pdf参照
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将来のコスト軽減となり「稼ぐ力」につな

がるということが挙げられる。また、中小

企業の収益力が二極化するなかで、過去の

中小企業白書にはない新たな分析の視点と

して、「稼げる中小企業の経営力」に着目

した。そのなかで、「経営者が理念を明示

し、金融機関等外部専門家と連携しなが

ら、現場の意見を聴いて組織的な経営を行

い、成長投資と新陳代謝を進め、稼ぐ力を

向上させていくことが重要」というメッ

セージを伝えている。中小企業が成長して

いくうえで「事業承継」や「新陳代謝」が

重要となることから、来年度の中小企業白

書では、こうしたテーマを題材として取り

上げてみたい意向がある。

②信用金庫へのメッセージ

　信用金庫は、中小企業専門金融機関とし

て、中小企業にとって“身近な相談相手”と

いえることから、その強みを活かした「事

業性評価」に力を入れていくことを役割と

して期待している。その役割を果たすうえ

で、中小企業のニーズは常に時流に合わせ

た新しいものに移り変わり、関心をもつ領

域も幅広くなっていることから、「事業性

評価」を1つの信用金庫のみで対応するこ

とは難しいケースも出てくるだろう。その

ため、信用金庫が中小企業の「事業性評

価」に取り組むにあたっては、信用金庫同

士あるいは外部機関との連携による対応を

期待している。

　また、中小企業白書では、無借金企業に

は保守的な姿勢の中小企業が多いことと、

金融機関との接点が少ないことを示した。し

かし、無借金企業であっても、企業の成長とい

う観点でのニーズは必ずある。中小企業の成長

を冷静に第三者的な目で見ることのできる信用

金庫には、無借金企業を含めた中小企業に対

して、“定期的な健康診断”の意味で、よき相談

相手になってもらえることを期待している。

（2）2016年版小規模企業白書

①2016年版小規模企業白書の読みどころ

　2016年版小規模企業白書の表紙は、図

表1のとおり、“夏空の下の丘に広がるひま

わり畑”のイラストにした。ひまわりは、

太陽に向かってまっすぐに育っていくこと

から、このイラストでは「未来に向かって

まっすぐに、たくましく育っていく小規模

事業者」をイメージした。

　小規模企業白書の副題は、「継続と挑

戦！」であり、この副題には、小規模事業

者が持続的な発展を遂げていくためには、

“常日頃からの地道な努力は重要である”こと

と“ちょっとした挑戦でも変わることができ

る”ことをメッセージとして強く込めている。

　小規模企業白書の内容では、初回となっ

た2015年版小規模企業白書において小規

模企業の実態を中心に分析を試みたことを

踏まえ、さらに一歩進めて、直面している

経営課題のうち重要なものをピックアップ

して、それぞれの課題への取組みの進捗状

況を分析することを試みた。その分析にお

いては、商工会・商工会議所をはじめとす
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る支援者側からの視点も盛り込んだ。小規

模企業は、組織形態、業種、規模など多種

多様であるがゆえに、その実態は、単に統

計数値をみただけでは読み取れない。そこ

で、本年の小規模企業白書では、実態を正

確に把握する目的で、商工会や商工会議所

の指導員による対面でのアンケート調査を

実施した。なお、このアンケート調査票の

質問項目を設定するにあたっては、客観的

な分析になっているか、中立的な問いかけ

になっているか、質問者および回答者の両

者に理解できる問いかけになっているかな

ど、丁寧に時間をかけてブレーンストーミ

ングをした。

　また、苗村課長によると、こうして分析

結果を取りまとめるにあたっては、相関関

係（2つ以上の事象が密接にかかわり合

い、一方が変化すれば他方も変化するよう

な関係）と因果関係（2つ以上の事象の間

に原因と結果がある関係）を混同すること

がないよう注意を払ったという。

　2017年版小規模企業白書では、小規模

事業者にとって「新しいビジネスを生むた

めにはどうすればよいか」、「事業承継を円

滑にするためにはどうしたらよいか」など

の視点を盛り込んだ分析をさらに進めたい

意向がある。

②信用金庫へのメッセージ

　信用金庫に対しては、小規模事業者とと

もに、「一緒に走りながら悩みを聞いて解

決策を探っていく」ような“身近で気軽な

相談相手”の役割を果たしてほしいと期待

している。すなわち、信用金庫は、小規模

事業者と“一緒に走りながら”も、“第三者

の冷静な目”をもってその経営全般を眺め

てほしいと考えている。　

　過去の小規模事業者への取材経験を踏ま

えると、小規模事業者は、「ちょっとした

挑戦で変われる」という実感がある。その

“挑戦”は、システム投資をともなうような

大きな経営革新である必要はなく、過去に

（備考）信金中央金庫	地域･中小企業研究所撮影

図表5　中小企業庁　苗村小規模企業振興課長

（備考）信金中央金庫	地域･中小企業研究所撮影

図表6　取材風景
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当たり前にやってきた非効率なやり方を変

えるような小さなことでも構わないだろ

う。こうしたことから、信用金庫には第三

者の視点を持って、小規模事業者に対し

て、小さなことでも「気づき（変われる

きっかけ）」を与える役割を大いに期待し

ている。

2．2016年版中小企業白書の概要

　中小企業白書の構成は、「本論」「施策」

「その他（付注、付属統計資料等）」の3部で

ある（図表7）。なお、例年どおり、「施策」

では、昨年度施行分と今年度施行予定の中小

企業施策についてまとめられており、「付属

統計資料」では、中小企業に関する基本的な

統計が示されている。

　以下では、今回、好事例として紹介された

信用金庫の取組み事例などにも焦点をあてな

がら、本論のポイントを概説する。

（1	）中小企業の動向と生産性分析（第1部）

　第1部は、第1章と第2章で直近の日本経済

および中小企業の動向についてまとめたうえ

で、第3章では中小企業における生産性の現

状とその変動要因について解説している。

　第1章では、日本経済について、以下の通

りまとめられている。

　まず、実質GDPは年間でプラスとなって

おり、2012年末以降、景気は緩やかな回復

基調が続いている。ただし、個人消費は、消

費者物価の上昇に伴う実質賃金の低下もあっ

て伸び悩んでおり、民間企業設備投資も、緩

やかに回復こそしているものの、いまだに

リーマン・ショック前の水準に達していない。

　他方で、有効求人倍率が24年ぶりの高水

準となるなど雇用環境は改善を続け、雇用者

数の増加に伴い合計の雇用者報酬は増加して

いる。また、企業の経常利益も過去最高水準

にあるなど、個人消費や民間企業設備投資を

取り巻く環境自体は改善している。

　今後は、企業収益の拡大が賃金上昇や雇用

拡大につながり、消費の拡大や投資の増加を

通じてさらなる企業収益の拡大に結びつくと

いう、「経済の好循環」が本格化していくこ

とが期待される。

　第2章では、中小企業について、以下の通

りまとめられている。

　まず、中小企業の業況は、リーマン・

ショック前の水準にまで達している。ただし、

規模が小さな企業ほど、相対的に引き続き厳

図表7	　2016年版中小企業白書の構成
第 1部　	平成 27 年度（2015 年度）の中小企業の

動向
　第 1章　我が国経済の動向
　第 2章　中小企業の動向
　第 3章　中小企業の生産性分析
第 2部　中小企業の稼ぐ力
　第 1章　	中小企業の稼ぐ力の決定要因
　第 2章　	中小企業における ITの利活用
　第 3章　中小企業における海外需要の取り込み
　第 4章　稼ぐ力を支えるリスクマネジメント
　第 5章　中小企業の成長を支える金融
　第 6章　中小企業の稼ぐ力を決定づける経営力
平成 27 年度において講じた中小企業施策

平成 28年度において講じようとする中小企業施策

その他（付注、付属統計資料	等）

（備考	）2016年版中小企業白書より信金中央金庫	地域・中
小企業研究所作成
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しい状況に置かれている。また、資金繰りは

改善が続いており、倒産件数が7年連続で減

少して25年ぶりの低水準となるなど、中小

企業をめぐる環境は総じて改善傾向にある。

　また、経常利益についても2010年度以降

は安定して伸びており、リーマン・ショック

前の水準を上回り、過去最高水準にある。た

だし、経常利益増加の内訳をみると、売上は

増加しておらず、人件費や原油・原材料費等

の減少によるところが大きい。売上増加の見

通しが立たないなか、設備投資額はリーマ

ン・ショック前の水準に達しておらず、設備

の老朽化が進んでいる。また、大企業との賃

金格差等を背景に、人手不足は深刻化してき

ている。

　こういった課題に加え、今後の人口減少を

考慮すると中小企業の生産性向上が必要であ

るとの認識を踏まえて、第3章では、中小企

業の労働生産性について分析している。結

果、規模で比較すると、すべての業種におい

て中小企業の労働生産性は大企業を下回って

いる。しかしながら一方で、いずれの業種に

おいても、中小企業の1～3割は、同業大企

業の平均を上回るほど高い労働生産性を誇っ

ており、こうした中小企業においては、設備

投資額や資本装備率が高いという特長がみら

れると指摘している。

　ここまでの分析から、生産性の高い「稼ぐ

力」のある中小企業の存在が不可欠であると

いう問題意識の下に、第2部では「中小企業

の稼ぐ力」と題して中小企業の収益力強化策

についてまとめている。

（2	）中小企業の稼ぐ力（第2部）

　第2部は、6章構成になっている。第1章で

は、中小企業を取り巻く環境として、大企業

との系列的関係の希薄化、少子高齢化、アジ

アを中心とした海外市場の拡大、情報技術の

進展とそれに伴う電子商取引市場の拡大、リ

スクマネジメントの重要性の上昇などを列挙

し、その後、2章から6章までにわたって、

中小企業の「稼ぐ力」の改善策についてまと

めている。

　第2章では、ITの利活用についてまとめて

いる。冒頭で、IT投資を開始した企業の利

益率が、開始していない企業の利益率を上

回っていることを指摘している（図表8）。

そのうえで、現実にはIT投資によって成果

を得られている企業と得られていない企業が

あることを指摘し、IT投資の成果を得るた

図表8	　IT投資の有無と売上高経常利益率の
変遷
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（備考	）2016年版中小企業白書より信金中央金庫	地域・中
小企業研究所作成
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めには、IT投資の計画作成、業務プロセス

や社内ルールの見直し、各事業部門や従業員

からの意見聴取、社員教育の実施、段階的な

導入や導入後のモニタリングなどが必要であ

ると指摘している（図表9）。また、ITに精

通した人材を確保・育成することが困難であ

ることから、適宜、外注なども活用するべき

であると提言している。

　第3章では、海外需要の取り込みについて

まとめている。冒頭で、海外への直接投資実

施企業の労働生産性が非実施企業を上回って

いることを指摘している（注3）（図表10）。その

うえで、海外展開投資の成功のポイントとし

て、目的やビジョンの明示、計画の策定、投

資効果の予測などが必要であると指摘してい

る（図表11）。また、グローバル人材や外国人

など多種多様な人材の活用により、海外需要

を獲得していくべきであると提言している。

図表9	　IT投資の効果を得るために有意であった取組みの実施状況

（％）
70

60

50

40

30

20

10

0

高収益企業（n=542）
低収益企業（n=329）
全体（n=1,715）

I
T
導
入
に
併
せ
た

業
務
プ
ロ
セ
ス・
社
内

ル
ー
ル
の
見
直
し

I
T
導
入
の
目
的・

ビ
ジ
ョ
ン
の
明
示

I
T
導
入
に
対
し
て

の
各
事
業
部
門
、従
業

員
か
ら
の
声
の
収
集

I
T
導
入
に
向
け

て
の
計
画
策
定

I
T・業
務
改
善
等
に

つ
い
て
の
社
員
教
育
・

研
修
の
実
施

I
T
導
入
効
果
の

予
測

I
T
導
入
に
併
せ
た
I
T

を
活
用
で
き
る
人
材
の
採

用・人
材
の
再
配
置

外
部
専
門
家
・
支
援

機
関
の
活
用

I
T
の
段
階
的
な
導

入
・
導
入
後
の
モ
ニ
タ

リ
ン
グ

I
T
導
入
の
た
め
の

資
金
の
確
保

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
見
直

し
に
併
せ
た
、適
切
な

I
T
導
入
方
法
の
検
討

I
T
担
当
部
署
、

C
I
O
の
設
置

65.9

43.2

58.7
55.0

49.3 48.5

37.6

19.1

27.3
24.3 23.1 22.0

17.6
15.2

9.4

19.0 17.5
14.2
16.7

12.0

4.9

15.2

26.128.3

（備考）2016年版中小企業白書をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表10	　海外への直接投資実施企業と非実施
企業の労働生産性

（労働生産性
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（備考	）2016年版中小企業白書をもとに信金中央金庫	地域・
中小企業研究所作成

（注）3．同様に、輸出実施企業の労働生産性が非実施企業を上回っていることも指摘している。
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　第4章では、リスクマネジメントについて

まとめている。冒頭では、経営環境の変化に

伴って不確実性が増大する一方で、中小企業

はリスクに対する認識が不足しており、対策

が不十分であると指摘している。そのうえ

で、自然災害やテロ等の緊急事態の対応とし

て、BCP（事業継続計画）を策定すること

が必要であると指摘している（図表12）。ま

た、IT利活用を進めていく上で、情報セ

キュリティ体制の構築が不可避であるとし、

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が進

めている情報セキュリティ普及啓発事業を紹

介している。

　第5章では、中小企業と金融機関の関係性

について、幅広くまとめている。なかでも、

この章では3つの信用金庫の取組みが掲載さ

れていることが特色である。事業性評価の節

では呉信用金庫（注4）が行政と連携をして事業

性評価に基づく融資「くれしんコアコンピタ

ンス」を積極的に推進している事例、中小企

図表11	　海外展開投資の効果を得るために有意であった取組みの実施状況
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（注）4．事例2-5-4	：呉信用金庫『ひろしま産業振興機構との連携により、積極的に事業性評価に基づく融資に取り組む信用金庫』

図表12	　BCPの必要性
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業への支援の節では大阪シティ信用金庫（注5）

が独自のマッチング事業に取り組んでいる

「シティ信金PLUS事業」の事例や、豊川信

用金庫（注6）が運営している「かわしん経営

塾」の事例がそれぞれ紹介されている。これ

らの事例は、信用金庫職員が積極的に把握し

ておくべき取組みといえよう。

　第6章では、中小企業の経営力についてまと

めている。具体的には、中小企業を経常利益

率と自己資本比率の高低で4つに分類し、とり

わけ経常利益率と自己資本比率がともに高い

「稼げる企業」は、他の3分類の企業と比較し

て投資に対して積極的であることを指摘して

いるほか、同様に経営者の年齢で区分し、若

い経営者のほうがリスクテイクへの意欲が高

いことを指摘している。そのうえで、わが国

には「稼げる企業」に成長する可能性の高い

企業が多数存在しており、これらの企業が成

長していくためには、経営者が理念を明らか

にし、組織が一体となって成長に向けて取り

組んでいくことが必要であると提言している。

　今回の中小企業白書全体を総括すると、焦

点を「稼ぐ力（収益力）」に絞り、収益力の

向上に向けて必要な取組みについて、深く切

り込んだところに特徴があるといえるだろ

う。その背景には、中小企業の業況が比較的

安定しており、資金繰りの改善が進み倒産件

数が7年連続で減少するなど、中小企業の経

営に差し迫った問題が見当たらない一方で、

将来に目を向けると、売上の伸び悩み、設備

の老朽化、人手不足など数多くの課題がある

ことがあげられる。今こそ、各企業の生産性

を高め、「稼ぐ力」を増大させることで、持

続的な成長発展につなげていくべきであると

の問題意識を強く感じた。

　なお、前述のとおり、中小企業白書では信

用金庫の事例が3つ紹介されており、信用金

庫の取組みが一定の評価を受けていることが

うかがえる。今後、中小企業の「稼ぐ力」が

重要となっていくなかで、信用金庫に求めら

れる役割もより大きくなっていこう。

3．2016年版小規模企業白書の概要

　本年度で2回目の発刊となる小規模企業白

書の構成は、小規模事業者の動向や事業活動

の実態、地域の中の小規模事業者の意義等を

みた第1部と、第1部を踏まえて業績傾向の

良い小規模事業者や、小規模事業者の多様な

側面の一つとしてフリーランス（注7）の実態な

どに焦点をあてた第2部、そして小規模事業

者の取組み事例を取り上げた第3部の3部構

成となっている。昨年度の小規模企業白書

が、小規模事業者の構造分析を行った第1部

と、小規模事業者の取組み事例を取り上げた

第2部の2部構成であったことを考えると、

さらに踏み込んだ内容となっているといえ

る。末尾には、中小企業白書と同様、昨年度

（注）5	．事例2-5-9	：大阪シティ信用金庫『マッチング率の向上のため、ひと手間加えたマッチングを行う信用金庫』
6	．事例2-5-10	：豊川信用金庫『経営塾の取組により、企業の経営者の育成に注力する信用金庫』
7	．ソフトウェアの設計・開発、ウェブデザイン、ライティングなど、自らの持つ技術や技能を拠り所に、組織に属さず個人
で活動する小規模事業者のこと。2015年版小規模企業白書でもクローズアップしている。
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において講じた小規模企業施策がまとめられ

ている。

　今回の小規模企業白書のポイントとして、

①売上高を増加させるためには商圏の拡大が

必要であること、②経営計画を作成したこと

がある小規模事業者は、作成したことがない

事業者に比べ、売上高が増加傾向であるこ

と、③業績傾向は、人材育成に取り組んでい

る小規模事業者のほうが、取り組んでいない

事業者よりも良い傾向であること、④事業承

継後、新しい取組みを実施した小規模事業者

の業績は上昇基調であること、が挙げられる。

以下、それぞれの要点を整理して紹介する。

（1	）商圏の拡大と売上高の増加

　第1部第2章第1節では、小規模事業者の売

上高の約6割が「同一市町村内」を販売先に

しているなど、そのほとんどが同一都道府県

内にとどまっていることが示されている。

　こうしたなか、直近3年間の売上高の傾向

と商圏の拡大・縮小傾向についての相関をみ

ると、売上高が増加傾向にある小規模事業者

のうち約7割が商圏を拡大する傾向にあるこ

とから（図表13）、売上高を増加させるため

には業種を問わず「商圏の拡大」が必要であ

ると強調している。一方、売上が減少傾向の

小規模事業者では、「商圏自体（取引先や顧

客）の景気が悪い」（66.5％）との回答が最

も多い結果となっている。これに対して白書

では、「他律的要因に減少傾向の要因を求め

ている」と指摘し、「小規模事業者の売上高

が商圏自体の景気に影響されやすいことは事

実であるが、自社の商品・サービスの信頼性

の向上等に向けて取組を一層強めていくこと

図表13	　小規模事業者の売上の傾向と商圏の拡大・縮小傾向

（％）

全体

売上が増加傾向

売上が横ばい

売上が減少傾向

0 10

拡大6.5％ やや拡大24.2％

商圏が拡大傾向

あまり変わらない54.4％

拡大18.6％ やや拡大49.1％ あまり変わらない30.5％

拡大2.2％ やや拡大19.5％ あまり変わらない71.4％

拡大1.2％ やや拡大7.4％ あまり変わらない50.9％ やや縮小26.0％ 縮小14.5％

やや縮小6.2％

やや縮小1.5％

縮小0.3％

縮小0.7％

やや縮小10.5％

縮小4.5％

20 30 40 50 60 70 80 90 100

（備考）2016年版小規模企業白書をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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が期待される。」と締めくくっている。

　なお、第2部第1章第1節では、何代目の経

営者別にみた分析をするなかで、「代を重ね

るにつれて商圏の拡大傾向が強まる」ことを

導き出し、それを「小規模事業者自身がそれ

に対応した改善や工夫をたゆまなく継続して

いることの証左」としている。このことか

ら、代を重ねた長寿企業には、長期間にわた

り事業を継続・継承できてきているというこ

とで販路拡大のノウハウがあるとみられる。

今後の小規模事業者にかかる分析では、「長

寿企業」に注目が集まるかもしれない。

（2	）経営計画の作成と売上高の増加

　第1部第2章第3節では、効率的な経営に向

けた取組みの一つとして、経営計画の策定状

況等に着目して分析している。

　経営計画を作成したことがある小規模事業

者は53.0％と半数を超えている。そして、経営

計画を作成した効果として経営計画の作成の

有無と業績傾向との相関をみると、経営計画

を作成したことのある小規模事業者は、作成

したことがない事業者に比べて、売上高が増

加傾向になる割合が高いことが示されている

（図表14）。

　経営計画を作成した背景、動機としては、

「補助金申請で必要になったから」や「業績

を向上させたいから」という回答割合が多

く、経営計画の作成の効果については、「経

営方針と目標が明確になった」、「自社の強

み・弱みを認識できた」という回答割合が多

くなっている。

　一方で、経営計画を作成したいと思わない

小規模事業者のうち、「効果に懐疑的なた

め」や「どのように作成したら良いかわから

ないため」などの回答者に対しては、「行政

庁や支援機関などの支援者側においては、経

営計画策定の効果や経営計画の策定方法につ

いて、より分かりやすい形で情報提供等を

行っていく必要がある」としている。

（3	）人材育成と業績

　第1部第2章第5節では、小規模事業者の人

材の確保と育成に焦点をあてている。

　小規模事業者では、「時間的に余裕がない

から」を主な理由として、人材育成に「取り

組んでいない」という回答割合が62.5％に上

る。一方、4割弱の人材育成に「取り組んで

いる」小規模事業者では、その狙いや目的

を、「技術・技能の向上」、「商品・サービス

知識の向上」、「コミュニケーション力（接客

図表14	　経営計画の作成の有無と売上高の
傾向

（％）

全体

作成した
ことがある

作成した
ことがない

0 50 100

増加27.5％ 横ばい44.3％ 減少28.1％

増加34.0％ 横ばい42.3％ 減少23.7％

増加20.2％ 横ばい46.6％ 減少33.2％

（％）

全体

取り組んで
いる

取り組んで
いない

0 50 100

増加27.5％ 横ばい44.3％ 減少28.1％

増加34.9％ 横ばい42.9％ 減少22.2％

増加23.1％ 横ばい45.2％ 減少31.7％

（備考	）2016年版小規模企業白書をもとに信金中央金庫	地域・
中小企業研究所作成



	 調　査	 59

や交渉）」に置いている。

　また、人材育成の取組みの有無と売上高の

傾向との関係では、人材育成に取り組んでい

る小規模事業者のほうが、取り組んでいない

事業者より業績が良くなる傾向が示されてい

る（図表15）。

（4	）事業承継後の新しい取組み実施と業績

　第1部第2章第6節では、小規模事業者の事

業承継の現状と課題に焦点をあてている。

　小規模事業者では、現経営者が事業承継後

に「新しい取組」を実施した割合が約7割に

上る。業種別では、宿泊業、卸売業、製造

業、飲食サービス業などにおいて、その実施

割合が高くなっている。

　「新しい取組」の具体的内容では、例えば

製造業と建設業では「取引先拡大（販路開

拓）のための営業活動」、小売業と飲食サー

ビス業では「店舗の改装・リニューアル・駐

図表15	　人材育成の取組みの有無と売上高
の傾向

（備考	）2016年版小規模企業白書をもとに信金中央金庫	地域・
中小企業研究所作成

図表16	　事業承継する直前の業績傾向と新しい取組みを実施後の業績傾向

①事業承継する直前の業績傾向
 （承継直前3年間程度）

下降基調
30.2％

横ばい
46.6％

下降基調
6.5％

下降基調
6.5％

横ばい
36.0％

上昇基調
23.2％

上昇基調
57.5％

②新しい取組みを実施後の業績傾向
 （取組み実施後3年間程度）

（備考）2016年版小規模企業白書をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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増加34.9％ 横ばい42.9％ 減少22.2％

増加23.1％ 横ばい45.2％ 減少31.7％
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車場整備」が最も多くなっている。

　また、「先代経営者から事業承継する直前

の業績傾向」と「新しい取組を実施後の業績

傾向」を比較すると（図表16）、事業承継す

る直前の業績傾向では「（業績が）上昇基

調」が23.2％であるのに対し、新しい取組み

実施後の業績傾向では「上昇基調」が57.5％

と大幅に増加している。事業承継後3年以内

に事業承継後に新しい取組みに着手した小規

模事業者では、業績傾向が良くなる傾向が示

されている。

　こうした第1部の分析結果を踏まえた第2

部では、創業者である初代と代を重ねた小規

模事業者ほど事業活動が活発で、かつ業績傾

向も高い傾向にあることが示されるととも

に、2代目の小規模事業者で事業活動がやや

低下する傾向がみられることから、「承継後

の2代目経営者の事業経営の効率化や持続的

発展に向けての取組を推進する必要がある」

と指摘している。また、フリーランスについ

ては、「様々な可能性を秘めている働き方」

ということで、「今後、発注者・就業者の双方

が、こうしたフリーランスの特徴を踏まえた上

で、フリーランスに対する認知度を高めていく

ことが期待される。」と締めくくっている。

　今回の小規模企業白書全体を総括すると、

小規模事業者では、「何でもよいから何かし

ら前向きな取組みをしている事業者のほうが

業績がよい」という傾向がみられるというこ

とがいえるだろう。また、白書では、売上の

拡大を目指した商圏の拡大、ITの活用、経

営計画の策定などの取組みを通じて、「需要

を踏まえた販路拡大などが一層活発に行われ

ることが、今後、小規模事業者が持続的に発

展していくための鍵となる。」とし、「地域経

済の基盤を支える小規模事業者の更なる発展

を期待」していると結んでいる。

　なお、小規模企業白書の第3部では、地域

に密着してたくましく活動している小規模事

業者について、ヒューマン･ストーリーも交

えた44事例が紹介されているが、信用金庫

が直接あるいは間接的に関わった記述はみら

れなかった。

おわりに

　今回の中小企業白書では、構成を2部に絞

り込み、中小企業の「稼ぐ力」に着目して、

「稼げる中小企業はどんな取組みをしている

のか」を分析することに力を入れている。と

りわけ、「経営力（組織力）」に着目した分析

は、過去の中小企業白書にはない“新しい分

析のやり方”といえるかもしれない。経営事

例も、例年どおり多く掲載されており、多く

の中小企業・小規模事業者にとってはもちろ

んのこと、中小企業を支援する信用金庫に

とっても示唆に富むものであろう。

　一方、小規模企業白書は、初回となった昨

年度の白書の分析をさらに深堀りするため、

商工会・商工会議所の指導員によるアンケー

ト調査など、実態をより正確に把握すること

に努めたことが特徴の一つである。また、構

成を昨年度の2部から1部増やして3部とし、

昨年度の白書で取り上げたフリーランスにつ
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いて踏み込んで分析するとともに、代を重ね

た長寿企業ほど販路拡大やIT活用にノウハ

ウがあるという傾向を導き出している。さら

に、昨年度に引き続いて示唆に富む経営事例

も数多く紹介している。日常業務で地元の小

規模事業者とのかかわりの深い信用金庫に

とっては、小規模事業者の現状について、改

めて客観的に把握するためのツールとして有

益であろう。

　2016年版の中小企業白書ならびに小規模

企業白書は、取引先中小企業・小規模事業者

と身近で接する信用金庫役職員にとって、一

読に値する良書といえよう。

〈参考文献〉
・中小企業庁編『中小企業白書』日経印刷他（2015年版、2016年版）

・中小企業庁編『小規模企業白書』日経印刷他（2015年版、2016年版）
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地域・中小企業研究所が
「女性渉外担当者意見交換会」（東北支店開催）に参加

　地域・中小企業研究所は、平成28年7月14日（木）および7月15日（金）に東北支店主催の「女

性渉外担当者意見交換会」に参加しました。

　本意見交換会は、個人ローンの推進に取り組んでいる女性渉外担当者や当業務の経験はない

ものの、当業務の推進に意欲のある女性職員が意見交換を行うことにより、渉外担当者として

スキルアップを図ることを目的に開催されました。盛岡会場および仙台会場の2か所で開催さ

れた本意見交換会には、東北地区に本店を置く信用金庫から、能力と意欲ある女性職員36人

（22金庫）が参加しました。

　始めに、（一社）しんきん保証基金が「個人ローンに関する推進方法」について講義を行

い、個人ローンに係る基礎的な知識や商品に応じた推進ポイントなどを説明しました。

　次に、会場ごとに5～7人ずつのグループに分かれ、各参加者が事前資料に基づき「これま

でのキャリア」「顧客と接するときに気を付けていること」「女性が活躍するために必要なこ

と」などについて10分間発表した後、参加者同士で聞きたいことについて意見交換を行いま

した。

　意見交換の中では、顧客のメイン化を図るためにどのような勧誘をしているかといった

「セールスの工夫」、自金庫における女性のための支援制度と利用実績といった「制度事例」、

女性が家庭を持って仕事を続ける秘訣や心がけといった「家庭と仕事の両立」に関する質問が

数多く挙げられました。

　東北支店および当研究所の職員がそれぞれのグループのコーディネーターを務め、積極的な

ネットワークづくりと活発な情報交換が行われました。

　参加者からは、「今後の業務に活かせることがたくさんあり、有意義な時間だった」「意見交

換を通じて新たな目標ができた」「女性特有の悩みなど共感できる部分が多く、こういった機

会がもっと欲しいと思った」など前向きな感想が寄せられました。

盛岡会場の様子（7月14日） 仙台会場の様子（7月15日）

信金中金だより
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地域・中小企業関連経済金融日誌（2016年8月）

2日 ○ 中小企業庁、「平成28年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の閣議決定
について公表

○ 中小企業庁、｢平成28年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付
の方針｣ の閣議決定について公表

10日 ○ 経済産業省、賃金の引上げに係る支援策について周知（25日に第2弾）

12日 ● 金融庁、平成28年3月期における金融再生法開示債権の状況等（ポイント）を公表 資料1

● 中小企業庁、「中小企業再生支援スキーム」を改訂 資料2

23日 ● 総務省、個人企業経済調査（動向編）平成28年4～6月期結果（確報）を公表 資料3

25日 ● 内閣府、『地域の経済2016－人口減少問題の克服－』を公表 資料4

26日 ○ 経済産業省、消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査（7月調査）の調査
結果を公表

30日 ● 内閣府、地域経済動向（平成28年8月）を公表 資料5

31日 ○ 東北財務局と日本銀行、「平成28年台風第10号にかかる災害に対する金融上の措
置について（岩手県）」を要請

○ 北海道財務局と日本銀行、「平成28年台風第10号にかかる災害に対する金融上の
措置について」を要請

※�「地域・中小企業関連経済金融日誌」は、官公庁等の公表資料等をもとに、地域金融や中小企業金融に関連が深い項目につ
いて、当研究所が取りまとめたものである。

　「●」表示の項目については、解説資料を掲載している。

（資料1）

金融庁、平成28年3月期における金融再生法開示債権の状況等（ポイント）を公表（8月12日）

　金融庁は、2016年3月末時点における金融再生法開示債権の状況等を公表した。

　国内銀行の不良債権比率（金融再生法開示債権ベース）は、主要行が1.0％（2015年9月末比

横ばい）、地方銀行が2.1％（同0.1ポイント低下）、第二地方銀行が2.4％（同0.2ポイント低下）、

信用金庫が4.9％（2015年3月末比0.6ポイント低下）、信用組合が6.1％（同1.1ポイント低下）と、

概ね低下した。
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　　　　　　　　（備考）1．金融庁『金融再生法開示債権等の推移』より作成
�����������　　　　　　　　2．信用金庫、信用組合は各年3月末のみ開示

（資料2）

中小企業庁、「中小企業再生支援スキーム」を改訂（8月12日）

1．改訂の趣旨

　中小企業再生支援スキームは、中小企業再生支援協議会等が債務免除を含む再生計画の策定

支援を実施する際の手順や要件を定めたものである。窮境に陥った事業者が、この手順に従っ

て再生計画の策定支援を受け、金融機関等から債務免除等を受けた場合に、対応した税制上の

措置を受けることができる。中小企業庁では、税制の特例措置の創設等のつど、新たな規定の

追加や改訂をしている。

　このたび、以下の特例について、適用期限が2019年3月末までに延長されたので、「中小企

業再生支援スキーム」を改訂し公表する。

2．主な改訂の内容

○「事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例」の延長

○「経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置の特例」の延長

（資料3）

総務省、個人企業経済調査（動向編）平成28年4～6月期結果（確報）を公表（8月23日）

　総務省は、2016年4～6月期における個人企業経済調査（動向編）結果（確報）を公表した。

　今期（2016年4～6月期）の業況判断D.I.は△61.9で、前期（2016年1～3月期）（△62.8）に

比べ、0.9ポイント改善している。
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　また、来期（2016年7～9月期）の業況見通しD.I.は△60.8となっており、今期の業況判断

D.I.（△61.9）に比べ、1.1ポイントの改善を見込んでいる。

（資料4）

内閣府、『地域の経済2016－人口減少問題の克服－』を公表（8月25日）

　内閣府経済財政分析担当では、年1回、「地域の経済」と題して、地域経済に関する報告書

を公表している。今回は、2016年前半の地域別にみた経済の動向を概観するとともに、人口

減少と少子高齢化に焦点を当て、より長期的な観点から地域経済の課題を分析している。今回

の報告書のポイントは以下のとおり。

●��人口減少下においても、女性や高齢者の労働参加を促し、地域の生産力強化につなげてい

くためには、保育所定員の拡大などの働く環境整備が重要である点や、余力のある地方空

港の活用など、地域の資源を活かし、地域一体となった観光戦略がインバウンド需要の獲

得の鍵となる点等について示している。

●��需要密度の低下に合わせて、コンパクト化による生活圏の確保や公共交通ネットワークの

再構築など、暮らし方や街づくりを見直すことや、各種行政サービスの提供体制の効率化

により、住民負担を軽減する方策等について解き明かそうとしている。

（資料5）

内閣府、地域経済動向（平成28年8月）を公表（8月30日）

　内閣府は、2016年8月の地域経済動向を公表した。

　前回調査（2016年5月）と比較して、景況判断を2地域（東海、北陸）において上方修正、2

地域（東北、中国）において下方修正、残りの7地域（北海道、北関東、南関東、近畿、四

国、九州、沖縄）においては横ばいとした。

　分野別にみると、前回調査（2016年5月）と比較して、鉱工業生産については、3地域（北

海道、東海、北陸）において上方修正、2地域（東北、中国）において下方修正、残りの6地

域（北関東、南関東、近畿、四国、九州、沖縄）においては横ばいとした。

　個人消費と雇用情勢については、全11地域において判断を横ばいとした。
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信金中金だより 

信金中央金庫　地域・中小企業研究所活動記録（8月）

1．レポート等の発行
発行日 レポート分類 通巻 タ　　イ　　ト　　ル 執	筆	者

16.8.1 ニュース＆トピックス 28-34 信用金庫のカードローン等の動向 刀禰和之

16.8.1 ニュース＆トピックス 28-35 信用金庫の店舗数の動向 刀禰和之

16.8.1 ニュース＆トピックス 28-36 信用金庫の常勤役職員数の動向 刀禰和之

16.8.1 ニュース＆トピックス 28-37 信用金庫の店外CD・ATM設置台数の動向 刀禰和之

16.8.1 ニュース＆トピックス 28-38 信用金庫の地公体向け貸出の動向 刀禰和之

16.8.1 ニュース＆トピックス 28-39 信用金庫の不動産業向け貸出の動向 刀禰和之

16.8.1 ニュース＆トピックス 28-40 信用金庫の製造業向け貸出の動向 刀禰和之

16.8.1 金融調査情報 28-9 信用金庫の店舗内店舗制度について 刀禰和之

16.8.2 内外金利・為替見通し 28-5
2％のインフレ目標達成に向けて一段の追加緩和の可能性
は残る

角田　匠	
奥津智彦

16.8.3 金融調査情報 28-10 マイナス金利下の信用金庫決算 井上有弘

16.8.9 産業企業情報 28-5 到来するIoT社会と中小企業②	
－中小企業経営にとって鍵を握る「IoT」活用－

藁品和寿

16.8.12 金融調査情報 28-11 信用金庫の法人開拓専担制度について 刀禰和之

16.8.16 産業企業情報 28-6 信用金庫の視点でひも解く2016年版中小企業白書・小規模企業白書	
－中小企業の“身近な相談相手”として必読の書－

藁品和寿	
品田雄志

16.8.17 経済見通し 28-2 実質成長率は16年度0.4％、17年度0.9％と予測	
－企業の投資マインドは慎重化しており、当面の景気も横
ばい圏の動きが続く－

角田　匠

16.8.19 金融調査情報 28-12 信用金庫の渉外活動の生産性向上に向けた一考察 刀禰和之

2．講座・講演・放送等の実施
実施日 種類 タ　　イ　　ト　　ル 講座・講演会・番組名称 主催 講師等

16.8.3 講演 日本経済の現状と金利・為
替見通し

長野県資金運用担当者勉強会 長野県信用金庫協会 角田　匠

16.8.3 講演 中堅管理者としての社会・
経済情勢の観方・捉え方

中堅管理者講座 全国信用金庫協会 刀禰和之

16.8.5 講演 中小企業の事業承継を考える 村上信用金庫東支店	信交会	講演会 村上信用金庫 鉢嶺　実

16.8.22 講演 信用金庫を取り巻く諸課題
と解決に向けた取組み

信用金庫経営に係る事例研修 信金中央金庫 刀禰和之
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3．原稿掲載
発行日 タ　　イ　　ト　　ル 掲載紙 発　行 執筆者

16.8.1 営業力強化とコスト削減を両立させる信
用金庫の店舗改革

週刊金融財政事情 （一社）金融財政事情研究会 刀禰和之
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１．(1)    信用金庫の店舗数、合併等

信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移
（単位：店、人）

店　　　舗　　　数 常　勤　役　職　員　数

年 月 末 本  店 職　　　員
(信用金庫数) 男　子 女　子 計

合　計
会　員　数

支  店 出張所 合  計 常勤役員

1．信用金庫統計
（1）信用金庫の店舗数、合併等
（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
（3）信用金庫の預金者別預金
（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金
（5）信用金庫の貸出先別貸出金
（6）信用金庫の余裕資金運用状況

2．金融機関業態別統計

     （1）業態別預貯金等
      （2）業態別貸出金

統 計

（凡　例）
1．金額は、単位未満切捨てとした。
2．比率は、原則として小数点以下第1位までとし第2位以下切捨てとした。
3．記号・符号表示は次のとおり。
　　〔 0〕ゼロまたは単位未満の計数	 〔—〕該当計数なし	 〔△〕減少または負
　　〔…〕不詳または算出不能	 〔＊〕1,000%以上の増加率	 〔ｐ〕速報数字
　　〔ｒ〕訂正数字	 〔ｂ〕ｂ印までの数字と次期以降との数字は不連続
4．地区別統計における地区のうち、関東には山梨、長野、新潟を含む。東海は静岡、愛知、岐阜、三重の
4県、九州北部は福岡、佐賀、長崎の3県、南九州は熊本、大分、宮崎、鹿児島の4県である。

※　信金中金	地域・中小企業研究所のホームページ（http://www.scbri.jp/）よりExcel形式の統計資料をダウンロードすることができます。

統計資料の照会先：
信金中央金庫 地域・中小企業研究所
Tel 03‒5202‒7671　Fax 03‒3278‒7048

信用金庫の合併等
年　月　日 異　　　動　　　金　　　庫　　　名 新金庫名 金庫数 異動の種類

2009年10月13日 西中国 岩国 （下関市職員信組） 西中国 合併
2009年11月9日 八戸 あおもり 下北 青い森 合併
2009年11月24日 北見 紋別 北見 合併
2010年1月12日 山口 萩 萩山口 合併
2010年2月15日 杵島 西九州 九州ひぜん 合併
2011年2月14日 富山 上市 富山 合併
2012年11月26日 東山口 防府 東山口 合併
2013年11月5日 大阪市 大阪東 大福 大阪シティ 合併
2014年1月6日 三浦藤沢 かながわ 名称変更
2014年2月24日 十三 摂津水都 北おおさか 合併

2016年1月12日 大垣 西濃 大垣西濃 合併

2016年2月15日 福井 武生 福井 合併

1．（1）信用金庫の店舗数、合併等
信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移

信用金庫の合併等
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１．(2)  信用金庫の預金種類別預金・地区別預金

預金種類別預金 (単位:億円、％)

要求払 定期性  外貨預金等
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 17.7 △ 5.0
△ 2.5

△ 11.3
△ 1.5 △ 12.1

△ 5.4

△ 3.3

△ 25.3

△ 13.7

△ 5.4
(備考) １. 預金計には譲渡性預金を含まない。

２. 実質預金は預金計から小切手･手形を差引いたもの

地区別預金 (単位:億円、％)

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.8

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

(備考) 沖縄地区は全国に含めた。

年 月 末
預金計  実質預金  譲渡性預金

北海道 東  北 東  京 関  東 北  陸 東  海

全 国 計年 月 末

年 月 末

近  畿 中  国 四  国 九州北部 南九州

1．（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
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１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 1.4
△ 19.1
△ 23.4
△ 30.4
△ 31.6
△ 33.4
△ 31.3
△ 27.3
△ 31.0
△ 14.0
△ 14.8
△ 15.4
△ 8.7
△ 4.6
△ 1.8

△ 0.0
△ 0.5
△ 0.7

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 7.6

△ 6.3

△ 0.5

△ 1.0

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 94.0 △ 3.8
△ 8.8 △ 15.6

△ 100.0

･･･ △ 9.9
△ 24.7 △ 1.9
△ 17.1 △ 4.1
△ 18.1 △ 1.3
△ 33.3 △ 0.1

△ 15.0 △ 24.5 △ 9.1
△ 11.2
△ 30.4 △ 5.1

△ 0.7 △ 19.8 △ 2.0

△ 51.5
△ 16.4 △ 74.6

△ 99.8
△ 4.8 △ 99.9
△ 21.6 △ 99.9

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 1.4
△ 19.1
△ 23.4
△ 30.4
△ 31.6
△ 33.4
△ 31.3
△ 27.3
△ 31.0
△ 14.0
△ 14.8
△ 15.4
△ 8.7
△ 4.6
△ 1.8

△ 0.0
△ 0.5
△ 0.7

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 7.6

△ 6.3

△ 0.5

△ 1.0

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 94.0 △ 3.8
△ 8.8 △ 15.6

△ 100.0

･･･ △ 9.9
△ 24.7 △ 1.9
△ 17.1 △ 4.1
△ 18.1 △ 1.3
△ 33.3 △ 0.1

△ 15.0 △ 24.5 △ 9.1
△ 11.2
△ 30.4 △ 5.1

△ 0.7 △ 19.8 △ 2.0

△ 51.5
△ 16.4 △ 74.6

△ 99.8
△ 4.8 △ 99.9
△ 21.6 △ 99.9

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 1.4
△ 19.1
△ 23.4
△ 30.4
△ 31.6
△ 33.4
△ 31.3
△ 27.3
△ 31.0
△ 14.0
△ 14.8
△ 15.4
△ 8.7
△ 4.6
△ 1.8

△ 0.0
△ 0.5
△ 0.7

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 7.6

△ 6.3

△ 0.5

△ 1.0

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 94.0 △ 3.8
△ 8.8 △ 15.6

△ 100.0

･･･ △ 9.9
△ 24.7 △ 1.9
△ 17.1 △ 4.1
△ 18.1 △ 1.3
△ 33.3 △ 0.1

△ 15.0 △ 24.5 △ 9.1
△ 11.2
△ 30.4 △ 5.1

△ 0.7 △ 19.8 △ 2.0

△ 51.5
△ 16.4 △ 74.6

△ 99.8
△ 4.8 △ 99.9
△ 21.6 △ 99.9

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

1．（3）信用金庫の預金者別預金
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１．(4)  信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金

科目別貸出金 (単位:億円、％)

手形貸付 証書貸付 当座貸越
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.0 △ 5.3 △ 4.2
△ 0.1 △ 7.5 △ 0.0 △ 4.8 △ 0.8

△ 11.9 △ 2.3
△ 1.3 △ 3.3
△ 4.8 △ 2.9
△ 6.2 △ 3.4
△ 6.5 △ 3.1

△ 17.5 △ 3.0
△ 7.3 △ 3.1

△ 3.0
△ 17.4 △ 3.2
△ 6.6 △ 3.5
△ 5.9 △ 3.6

△ 17.3 △ 3.7
△ 7.3 △ 4.1

△ 3.2
△ 17.6 △ 3.0
△ 7.6 △ 2.7

△ 2.9

地区別貸出金 (単位:億円、％)

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.4 △ 0.0 △ 0.8 △ 0.6 △ 2.3
△ 0.3 △ 0.9 △ 0.5 △ 0.2 △ 2.9
△ 0.1 △ 1.5

△ 0.2
△ 0.5

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.4 △ 1.8 △ 1.0
△ 0.4 △ 2.5 △ 1.2 △ 0.1

△ 1.7
△ 0.0

△ 0.2
△ 0.1
△ 0.7
△ 0.4
△ 0.4
△ 1.0
△ 0.2

(備考) 沖縄地区は全国に含めた。

貸出金計
割引手形 貸付金

年 月 末

北海道 東  北 東  京

年 月 末

関  東 北  陸 東  海
年 月 末

近  畿 中  国 四  国 九州北部 南九州 全 国 計

1．（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金



72	 信金中金月報　2016.10

1．（5）信用金庫の貸出先別貸出金
１．(5)  信用金庫の貸出先別貸出金

(単位:億円、％)

貸出金計 　企業向け計
年 月 末 製造業 建設業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.3 △ 2.4 △ 3.0
△ 0.1 △ 0.9 △ 4.3 △ 3.6

△ 3.6 △ 2.3
△ 1.9 △ 1.4
△ 1.4 △ 1.2
△ 1.6 △ 0.3
△ 1.4 △ 0.2
△ 1.4
△ 1.5
△ 1.3 △ 0.1
△ 1.3

年 月 末 卸売業 小売業 　不動産業
　個人による貸家業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 1.4 △ 3.6
△ 3.8 △ 3.7
△ 2.4 △ 2.6
△ 1.6 △ 1.5
△ 1.8 △ 1.3
△ 1.5 △ 1.1
△ 1.5 △ 1.5
△ 1.4 △ 1.5
△ 1.4 △ 1.8
△ 1.3 △ 1.7
△ 1.4 △ 1.4 △ 0.0

年 月 末 飲食業 宿泊業 　医療・福祉 　物品賃貸業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 3.8 △ 4.2 △ 2.5
△ 5.3 △ 5.0 △ 3.1
△ 3.6 △ 4.1 △ 1.6
△ 3.1 △ 3.7 △ 0.1
△ 3.4 △ 3.3
△ 3.1 △ 1.5
△ 2.9 △ 0.9
△ 2.3 △ 0.6
△ 1.7 △ 1.5 △ 0.1
△ 1.3 △ 1.9
△ 0.7 △ 0.9

年 月 末 　住宅ローン

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

･･･ △ 0.0
･･･
･･･

(備考) １．日本銀行「業種別貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(4)科目別・地区別貸出金の貸出金計とは一致しない。

　　　 ２．海外円借款、国内店名義現地貸を企業向け計の内訳として掲載

  地方公共団体 個  人 海外円借款、国内店名義現地貸
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1．（6）信用金庫の余裕資金運用状況１．(6)  信用金庫の余裕資金運用状況

(単位:億円、％)

コール 買 現 先 債券貸借取引 買入金銭 金 銭 の 商    品
現    金 買入手形 ローン 勘　　定 支払保証金 債    権 信    託 有価証券

(△0.5)

公社公団債金 融 債 そ の 他

(△3.9)
(△6.3)
(△2.2)

(△2.6) (△0.8)
(△5.5) (△1.2)
(△4.9) (△1.0)
(△3.5) (△1.2)
(△4.4) (△0.9)
(△6.8) (△1.0)
(△8.6) (△1.4)
(△6.3) (△0.0)
(△9.3) (△0.8)
(△12.9) (△1.7)

(△0.8) (△14.8) (△2.1)
(△11.3) (△1.8)

信金中金
その他の 利 用 額 預 貸 率 (Ａ)/預金預 証 率(Ｂ)/預金(Ｂ)/(Ａ)
証    券 （Ｂ）

(備考)1. (   )内は前年同月比増減率
預貸率＝貸出金/預金×100(%)、預証率＝有価証券/預金×100(%)（預金には譲渡性預金を含む。）
余資運用資産計は、現金、預け金、買入手形、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、
買入金銭債権、金銭の信託、商品有価証券、有価証券の合計

預 け 金年 月 末
うち信金中金預け金

有価証券年 月 末 国    債 地 方 債短期社債 社    債 株    式

余資運用資産計(A)年 月 末 貸付信託投資信託外国証券
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2．（1）業態別預貯金等２．(1)  業態別預貯金等

(単位:億円、％)

信用金庫 国内銀行 大手銀行 地方銀行

年 月 末 (債券､信託を含む) (債券､信託を含む) 　うち都市銀行

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

第二地銀 郵便貯金 預貯金等合計

年 月 末
前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

△ 0.4
―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

△ 0.3
―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
(備考) 1. 日本銀行『金融経済統計月報』、ゆうちょ銀行ホームページ等より作成

大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数

国内銀行･大手銀行には、全国内銀行の債券および信託勘定の金銭信託・貸付信託・年金信託・財産形成給付信託を含めた。

郵便貯金は2008年４月より四半期ベースで公表
預貯金等合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の預貯金等の残高の合計により算出

うち預金

２．(1)  業態別預貯金等

(単位:億円、％)

信用金庫 国内銀行 大手銀行 地方銀行

年 月 末 (債券､信託を含む) (債券､信託を含む) 　うち都市銀行

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

第二地銀 郵便貯金 預貯金等合計

年 月 末
前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

△ 0.4
―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

△ 0.3
―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
(備考) 1. 日本銀行『金融経済統計月報』、ゆうちょ銀行ホームページ等より作成

大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数

国内銀行･大手銀行には、全国内銀行の債券および信託勘定の金銭信託・貸付信託・年金信託・財産形成給付信託を含めた。

郵便貯金は2008年４月より四半期ベースで公表
預貯金等合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の預貯金等の残高の合計により算出

うち預金
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2．（2）業態別貸出金２．(2)  業態別貸出金

(単位:億円、％)

信用金庫 大手銀行 都市銀行 地方銀行 第二地銀 合  計

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.1

△ 0.6

(備考) １．日本銀行『金融経済統計月報』等より作成

２．大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数

３．合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の貸出金残高の合計により算出

年 月 末
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